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武藤

東京地方裁判所長神垣英郎

ノ

事件受付のオープンローカウンターや受付相

談センター． 2階に通じるエスカレーターを

設けるなどの工夫がきれておI)ますc

最近における国の厳しい財政事･'尚の中で．

このような庁舎を完成きせることができたの

は、 股高裁判所を始めとする関係当局の御努

力の腸ものであI), 深く感謝11Jし上げる次第

であI）ます･ また‘ この新営は．裁判所が社

会に占めている役割の亜要性を示すと共に，

裁判所に対する国民の期待が極めて大きいこ

とを現すものであl') ．身の引き締まる思いが

いたしますc，

今日の社会，情勢は日々変動し，国民の権利

意識の変化1111i値観の多様化等に1半い，裁判

所での解決を求められる民事や家事の紛争が

j牌加し．紛争の内容も櫻雑多岐になってきて

おります。新庁舎の落成を機に．紛争解決機

関として裁判所が社会に占めている役割の重

要性に思いを致し．真に国民に親しまれ信頼

される裁判所であり続けるよう職員－－同心を

新たにし，一層の努力をしてまいる所存でご

ざいます。

終わl)に，御多忙中にもかかわりませず御

臨席を賜I)ました来賓の皆様に対し深く感謝

の意を表し， 私の式辞といたします。

本日． ここに．来寅多数の御臨席を賜i) ．

東京家庭裁判所及び東京簡易裁判所合同庁舎

の落成式を挙行する運びとなりましたことは．

私の深く喜びとするところであI）ます。

本庁舎は．建設省の設計・監理のもとに，

fi'i水建設株式会社，株式会i|錐商組及び株式

会社奥村組を始めとする多くの企業体が施工

に当たI〕 ，平成3年1月の瑞工から3年半の

歳Hを掛けて､ 本年6月，地下3階，地上20

階， 延べ味而秋約3万8.800平方メートルの

建物として完成いたしました．

東京家庭裁判所におきましては， この庁舎

の完成によ') ，長らく別庁舎で執務していた

少年交通部を併せることができ， 発足以来は

じめて全部門が．一つの庁舎で執務することが

可能になりました。

また．東京棚易裁判所としましては‘簡易

裁判所の適正配澗の一環として， 東京都23区

内に微在していた12の陥易裁判所を一つに無

約した新しい東京簡易裁判所が911 1日に開

庁し，かねてからの念願を実現することがで

きました。

ところで．本庁舎は． ｜到民に開かれた裁判

所として．国民の方々に利用しやすく、親し

みがもてるよう，桜と朝顔をデザインしたス

テンドグラスなどで玄間ホールに州るい雰間

気を持たせるとともに，総合案内コーナー、

1

｜
’

(玄関廻トノ）

で

’(玄関ホール・総合秦内）
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して、広く人々に親しまれるものと信じますっ

この新庁舎の落成について心からお祝いを申

し上げますとともに， その建設に当たり多大

の御支援，御協力を賜i)ました関係各方面の

方々に対し、 ここに深甚の謝意を表する次第

であ#)ますc

最近の社会情勢を反映して，裁判所の取り

扱う事件は，一層複雑多様化し，解決に困難

の度を加えておI)ますが，裁判官をはじめ職

員各位は． この喜びの日を機に，職責の重大

ざに更に思いを致して， これまで以上に創意

と工夫を重ねて職務に精励し､ もって国民の

期待にこたえるよう切望してやみません。

また，御臨席の各位におかれましては，司

法の重要性を深く御理解くださいまして．今

後とも，裁判所のため一層の御協力を賜りま

すようお願い申し上げます．

これをもちまして，私の祝辞といたしま

す←

東京家庭裁判所及び東京簡易裁判所合同庁

舎の落成式が挙行されるに当たり，一言お祝

いを申し上げます『

東京家庭裁判所の旧庁舎は，長年にわたI）

使用されてまいりましたが、取扱事件数の増

加等に伴って狭あいを極めておりました｡ま

た．歳月の経過に伴って老朽化も目立つよう

になり，かねて新庁舎の建設が強く望まれて

いたのであI)ます”一方，東京簡易裁判所に

おいては．昭和62年に長年の懸案であった簡

易裁判所の適正配置が実現したことに伴い，

東京都23区内の簡易裁判所を集約し．た新しい

大都市簡易裁判所として発足することとな')，

早期に庁舎の整備を図る必要がありました噂．

幸いにも、 この度， この念願が実を結び，

国民に最も身近な家庭裁判所と簡易裁判所の

特質を十分に考慮し，最新の設備を完備した

庁舎の竣工を見るに至りました。新庁舎は，

1階に，総合案内コーナーを設けたほか．庁

舎を訪れる人が親しみやすい雰囲気の中で落

ち着いて相談や申立手続等をできるように事

件の受付カウンターをオープンなものにする

など，利用者の視点に立った種々の工夫が凝

らされております“ また‘本庁舎は日比谷公

間の西側に位置し、全景は周囲の環境， 景観

とよ.〈調和し、外壁は､ノフトな色合いに仕上

げられておl)．国民に身近な裁判所の庁舎と

すと，周囲の環境，景観とよく調和し，現代

建築技術の粋を結集した近代的な庁舎となっ

ておI)ます° また，内部には，総合案内コー

ナー，受付相談センターなどが設けられてい

ます上，昼間多忙な方々のために夜間の調停・

家事相談も実施きれるなど，国民にとって利

用しやすい工夫がなされております。

このような近代的な新庁舎の完成を見るに

至りましたことは，国民のための司法のよ'）

一層の充実，強化にかなうものと確信いたし

ますとともに，新庁舎で勤務される職員の皆

様におかれましても、 ますます職務に糒励さ

れ，わが国の裁判所に寄せる国民の信頼と期

待にこたえられますよう祈念いたします。

終わりに，新庁舎の建設に際して寄せられ

ました関係者の皆様方の御尽力に対し，重ね

て敬意を表しますとともに，お集まりの皆様

方の御健勝をお祈り申し上げまして，私の祝

辞といたします。

東京家庭・簡易裁判所合同庁舎の落成式が

行われるに当たり，一言お祝いの言葉を申し

上げますc，

この度， 3年半の歳月を饗し，裁判所御当

局を始め新庁舎建設の事業に携わられた多く

の皆様方の御尽力により， 日比谷公園を目の

前にしたこの好適地に． このような立派な新

庁舎が建設され，本日めでたく落成式をお迎

えになられましたことは，誠に喜ばしく，心

からお祝い申し上げます。

東京家庭裁判所につきましては，昭和41年

に建築された旧庁舎の老朽化が甚だし〈，別

庁舎であった少年交通部を併せた新庁舎の建

設が，多年にわたり各方面から強く望まれて

いたところであります。東京簡易裁判所につ

きましても，迅速かつ適切な処理を行うため

東京都23区内の簡易裁判所を統合する必要か

ら， この合同庁舎が建設されるに至ったもの

と伺っておI)ますが，新庁舎を拝見いたしま
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幌解綴聯
東京都知事鈴木俊一日本弁護士連合会会長士屋公献

本日，東京家庭・簡易裁判所合同庁舎の落

成式を挙行されるにあたり， 日本弁誰士連合

会を代表してお祝いの言葉を申し述べる機会

を得ましたことを大変栄光に存じます。

東京家庭裁判所は．昭和24年に設置され，

｢家庭に光を．少年に愛をjの標語のもとに、

市民の家事紛争や少年非行問題の解決に力を

傾けてこられ，市民にとって最も身近で親し

みやすい裁判所として蒲実な発展の歩みを綾

けてこられました。東京簡易裁判所は，昭和

22年に設置され、爾来今日まで庶民のための

裁判所として， とくに少額・軽微な事件につ

いて簡易・迅速な手続きにより国民誰でもが

容易に司法的救済をうけることができる裁判

所としてその役割を果たしてこられました。

両裁判所が．設備とその機能をよ'充実し，

それぞれの裁判所に課せられた使命を十分に

果た寸一ため，新しい庁舎の建設に踏み切られ、

平成3年1月工事に着工されました結果、 こ

こに地下3階，地上20階，延床面識約3万8.

800平方メートルの近代的な設備を備えた合

同庁舎として完成し，本日， めでたく落成式

を迎えられましたことは誠にご同慶に堪えま

せん何

また，東京地方裁判所所長，東京家庭裁判

所所長をはじめ， この新しい合同庁舎建設の

ためにご尽力されましたご列席の皆様方と関

係各位に，心から敬意を表するものでありま

す。

近年、 わが国の司法をとI)まく状況は大き

く変わI)つつあI)ます、 とくに経済活動の発

展と諸外国との交流の拡大等によ')．国民の

生活様式と権利意識が変化するとともに，市

民の日常生活の中で発生する法的紛争も塀加

し， また家庭や子どもたちを取り巻く環境も

大きく変化し，そこに生ずる諸問題への対応

については，一層複雑さ困難さが加わってき

ておI〕ます.、 ].･どもと家庭生活におけるさま

ざまな問題を健全に処理する家庭裁判所と．

市民の少額・軽微な事件を簡易・迅速に解決

寸一る簡易裁判所とが、 いずれも市民にと･そ､て

鐙も身近で親しみやすい裁判所として果たす

べき役割はますます高くかつ蕊･ノミであること

を瓶感するものであI〕ますが． このような時

に当l),東京家庭裁判所と簡易裁判所が近代

的な設備と機能を備えた庁舎として新築され

ましたことは．誠に意義深いものがあると存

じます。

新庁舎の設備や運営のあI)方につきまして

は． オープンカウンターでの親しみやすい雰

囲気の受付，開放的なラウンドテーブル法廷

の設置，夜間の家事相談・調停の実施など，

一・般市民が利用しやすく親しみやすい裁判所

としてのさまざまな工夫がなされており，弁

護士会としてもこの新しい東京家裁・簡裁に

大いに期待をしたいと存じます。

皆様ご承知のように， この新庁舎の隣に私

ども日弁連と東京三弁護士会の合同会館を建

設中であI),明年7月には新会館がオープン

する予定になっており．東京家裁・簡裁とは

隣同士となります。今後，市民のための裁判

所，市民に開かれた弁謹士会として，互いに

協力し， それぞれの使命と役割を十分に果た

して参りたいと存じますβ

東京家庭裁判所，東京簡易裁判所の関係各

位におかれましては．新しい庁舎の機能を十

分に生かされ， 「家庭に平和を，少年に希望

をj与える裁判所として， また親しみやすい

庶民の裁判所として、 この上ともご尽力くだ

さるよう念願する次第であります．

本日， ご列席の各位とともに，本合同庁舎

の完成を,L､からお慶び申し上げますとともに、

両裁判所の益々の充実ご発展を祈念し祝辞と

いたします。

また、簡易裁判所につきましては． これま

で23区内の12か所に分散しておりましたもの

を． lか所に統合するとともに，夜間調停の

実施や，効率的な事件処理を目指すなど，都

民が． より利用しやすい態勢を整えられたと

伺っております。

東京における活発な都市活動から生ずる，

様々な紛争の解決に当たりまして．簡易裁判

所の果たす役割は，益々大きなものとなって

いることと存じますが， この度，東京簡易裁

判所として， その機能を充実されましたこと

は．誠に時宜を得た意義深いことと存じます。

さて，私は． 21世紀におきましても， この

東京を，誰もが「安.L､して生き生きと暮らせ

るまち」にしたいと考えております。

そのためには，東京都民の生活の安定と秩

序の維持が，欠くべからざるものであり，法

治国家における司法の果たす役割に，心から

ご期待申し上げる次第でございます。

終わりに，東京家庭裁判所，並びに東京簡

易裁判所の益々のご発展と，本日ご列席の皆

様のご健勝を祈念申し上げまして，私の祝辞

といたします。 ありがとうございました。

ご紹介いただきました東京都知事の鈴木俊

…-でごさいます。

本日は， 「東京家庭・簡易裁判所合同庁舎j

の落成式にお招きをいただきまして、 こうし

て皆様に． ご挨拶できますことを．大変光栄

に存じます、

この度． 「東京家庭・簡易裁判所合同庁舎」

が完成し、本日、 ここに．めでたく落成式を

迎えることができましたことを，心からお慶

び申し上げます。

また， この間に，関係者の皆様が払われま

した，並々ならぬご努力に対しまして．深く

敬意を表する次第であります。

さて，今日，高齢化の進行や，出生率の低

下による少子化の進行， さらに，男女平等意

識の深まりなど．家庭をめく．る環境の変化に

は，誠に著しいものがございます。

このような状況下において．家庭に関する

様々な問題の解決に当たられる家庭裁判所に

寄せる都民の期待には， まことに大きなもの

があると存じます。

その意味からも， この度， より利用しやす

い家庭裁判所として，整備充実されましたこ

とは．東京都民にとりまして，誠に喜ばしい

ことと存じます。

ー
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東京家庭裁判所長大石忠生建設大臣官房官庁営繕部長照井進一

さに身が引き締まる思いがいたしております。

新庁舎の落成を機に，私ども職員－－同心を

新たにし， ‐-．層の努力をいたしてまいる所存

でございます．

今後とも，東京家庭裁判所，東京簡易裁判

所のために御指導，御鞭捷を賜りますよう切

にお願い申し上げまして，私のあいさつとさ

せていただきます、

ありがとうございました噂

（現高松高等裁判所長官）

本日は、御多用中にもかかわらず，東京家

庭裁判所・東京簡易裁判所合同庁舎の落成披

露祝賀会に御臨席いただきまして，誠にあり

がとうございます． ，L､から御礼申し_上げます．

先程の落成式における式辞で東京地方裁判

所長からも申し上げましたとおり，東京簡易

裁判所につきましては．新庁舎の落成を機に

簡易裁判所の適正配置の--環といたしまして，

都内12の簡易裁判所を集約し，新しく東京簡

易裁判所として開庁いたしたわけでございま

す。

東京家庭裁判所におきましても，新庁舎の

落成によりまして長年の念願でありました少

年交通部の統合を実現することができ，発足

以来初めて一つの庁舎で執務することが可能

になったわけでございます。

落成式におきましては，最高裁判所長官始

め，各界の方々から，お祝いとともに励まし

のお言葉を賜り，改めて裁判所の使命の重大

易裁判所は，国民に最も身近な事件を扱う裁

判所であることから，親しみがもて，明るく，

柔らかな雰囲気を醸し出すよう，玄関ホール

にはステンドグラスを設置するとともに． オー

プンな総合受付相談窓口と待合スペース，禰

易裁判所の夜間調停ゾーン，家庭裁判所の家

事相談ゾーンを設けて気軽に訪れることがで

きるよう工夫しています〃

さらに，法廷には角を丸くした家具を設け，

建物内の案内標識も柔らかい形状とするなと‘

明るく開かれた裁判所に相応しい施設となる

よう配慮しています。

このように様々な特徴を備えた庁舎ですの

で、適切な維持管理のもと， この庁舎のもっ

ている機能が最大限に活用きれて、末永く皆

様に親しまれ， 司法の発展の ･肋となります

ことを願っています亀

終わりに， 当庁舎の建設に当たってご協力

をいただきました関係各位に,し､から御礼申し

上げますとともに． ご列席の皆様のますます

のご発展とご健勝を心から祈念いたしまして，

本日， ここに，東京家庭・簡易裁判所合同

庁舎の落成式が挙行されるにあたり， ・一言竣

工のご挨拶を申し上げます←

皆様ご承知のとおl),建設省では昭和62年

から中央合同庁舎第6号館の整備を進めて参

りましたが． この東京家庭・簡易裁判所合同

庁舎もその一環として，平成3年1月から工

事が進められ，約41か月もの工期を要して完

成し， この7月に無事お引き渡しすることが

できましたe

きて， この建物の概要を申し上げますと，

地下3階，地上20階，塔屋1階，建物の最高

の高さは86.5メートル，延べ床面積は約3万

8,800平方メートルであります傷，

設計にあたりましては， 日比谷公園に隣接

して3棟の建物が立ち並ぶことから，外観の

調和が図られるとともに， それぞれ独立した

建物に見えるように配慮致しました。 また，

設備につきましても、省エネ・省資源にも積

極的に配慮し，排水再利用システム，照明制

御システム，排熱回収システムを採用致しま

したハ

また， 当庁舎に入居された家庭裁判所と簡
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の大規槙な蛎約ということになると． これを受け

入れる新し‘・ ､庁舎が必要になってきます-

…･方，東京家庭裁判所は．昭和41年．新築の独

立した庁舎にい)ま!_たが． この庁舎は行政官庁

”雄まるBブロゾクにあI) ． 又別地にあった少年

交通部を収容することはできない状況にあI）まし

た‘ そこ･で． 東京家庭抜判所を司法街区であるA

ブロソクに移し．少年交通部を同一=庁舎に入れる

という榊想が出てきました〃

6号館櫛想は， このような裁判所側の刺青や動

きを容れ，殿終的には， A・B．C3棟から成る

6号館新営計画が策定きれ， C棟に東京家庭裁判

所と統合後の東京簡易裁判所が入居することとき

れました．この計画は昨年夏現実のものとなり，

両裁判所は， このC棟で新しいスタートを切りま

した。その1階フロアには，鮮やかなステンドグ

ラス， 2階に通じるエスカレーター，近代的な銀

行の窓口を思わせるような受付カウンや－なと．が

整倫され．今までの裁判所庁舎のイメージを一新

しています手

C棟の南隣には，今年の喫完成予定の弁護士会

館がしょうしゃな姿を現してきています． これが

完成すると． ヘブロンクは完全な司法街区として

整備を終わることになI)ます,，

このように， Aプロソクは．司法街区という名

称からくる堅苦しいイメージとは裏腹に， －．－方に

おいて， C棟のような時代の股先端をゆく建物を

配し，他方において，明治の記念碑ともいふべき

赤煉瓦を配するという誠にユニークな街区を形作っ

ているのです=

侭が関中央宮億Aブロソケ合1両I庁舎6号館c禅

といえば．何とも仰々しい感じかしますが． この

建物は、平成6年夏に完成し，東.京家庭裁判所と

東京簡易裁判所が入居した真新しい庁舎です〃麓

が間の官庁街は．便宜AからQまでのブロノクに

分けられているようですが．裁判所・ りﾐ務省・検

察庁，弁護士会など司法関係機関の庁舎・会館が

ある街IxをAブロンクとL,いますちな入に，国

会議事堂はKプロ･ソク．総理官邸はIブロノク・

般高裁判所はoプロノクにあります＆

、二のAプロ､ソクには，今から100年前，明治政

府が国の威信を外に示すため建築したといわれる

司法省と大群院の赤煉瓦庁舎があI〕ました．この

うち司法省庁舎（現在は法務省所管）は，昨年修

復工事が完成し、後が関界隈で明治の而影を残す

唯一の建物として毎夜ライト ・アップされ，美し

い姿を浮かび上がらせています．大審院庁舎は戦

後，最高裁判所庁舎として用いられてきましたが・

曜高裁判所が昭和49年隼町に新営された庁舎に移

転した後，取りこわされま!-た、昭和59年， この

跡地に東京商・地・簡裁合同庁舎が建てられまし

たが， この庁舎の派而玄間中央に吊I〕下げられて

いる風格のあるシャンデリアは，旧燈商栽判所庁

舎の正面玄関を飾っていたもので，今となっては・

赤煉瓦を恩､､起こすほとんど唯一･のよすがとなり

ました．

このように、東京商・地・簡裁が由総のある場

所に移転した結果、 日比谷公園側の旧裁判所庁舎

敷地の活用が可能とな')、 主として法務省・検察

庁を収容するための合同庁舎6号館構想が現実の

ものとな;)ました。

時たまたま、裁判所は，全国に575設置されて

いた簡易裁判所について， その設置の見直し作業

を始めましたが． この作業は、昭和62年9月．い

わゆる管轄法の改正とな-;,て実を結びました． こ

の法律改正に.よって．小規摸簡易裁判所'22 （全

部事務移転庁を含む1 ．大都市簡易裁判所'7合計’

39斤が統合きれることにな'）ました，東京の場合・

23区内にあった12の簡易裁判所の内11を東京簡易

栽判所に統合す-ることとされましたが． これだけ

内所が設けられ，初めての来訪者も迷・）ことなく

目的の係のところに進むことができるように配慮

されている。家庭裁判所に限って言うならば．家

ﾘf訟廷はあたかも銀行の窓口を思わせるオーブン

方式を採用しておl) ．旧庁舎と比べて利用者の利

便は格段に改蒋きれたものと思われる？訟廷に隣

棲して家事相談コー十一が設けられているが．同

コーナーがホールから見えないように配置されて

いるのも糊やかな配慮の-端といえよう， 2階に

は少年部の交通部門が集中的に配廠された〉これ

まで長年にわたって本庁舎と離れた場所で執務を

余儀なくされた交通部門が今回新庁舎に統合され

た意義は大きなものがある、そして， 2階に通じ

る動線には、階段のほかにエスカレーターが設置

されたeエスカレーターの設置は，官庁では初め

ての試みであると聞いているが． 多数の事件関係

者を円滑に灘<ために必要なことであり，新庁舎

全体の効率的な運営にも大きな効果をもたらすも

のといえよう、 また事件部門は、事件処理機能を

充実かつ効率的に発揮できるように,■■■■■■

■■■■■■関係室を部単位によって配置してい
るのも，新庁舎における特色である。 きらに，少

年事件の前腰検索や家事調停の運用なと'の事件処

理にコンピューターを本格的に導入する新しい動

向にも対応できるよう意が用いられており，正に

新庁舎は新しい裁判所にふさわしいものといえる．

私は昨年3月に裁判所を去った者であるが，わ

が国社会の激しく変化する昨今の状況の中で，家

庭および少年問題の重要性を思うとき，家庭裁判

所が一層その機能を充実させ，国民の期待にじゅ

うぶん応えられるよう発展を続けることを心から

願っている、私の心には、新庁舎はいつまでもそ

のような家庭裁判所のシンボルと映})続けるに違

いない《、

このたび東京家庭裁判所および東京熊易裁判所

(民事部門）の合同新庁舎が落成した､二とは， 誠

においてた､《 ， ，し､からお祝いをIiIし上げます、

新庁舎は．髄が関の司注ブロンクの--．角に日比

谷公剛に面して建てられた地k20階．地下3階の

近代的なセンスに包まれた品位のある高l稗建築物

である，西側は東京高等・地ﾉ ・簡易裁判所の合

同庁舎に，南側は弁護士新会館（建策中）に．北

側は検寮I了・法務符に隣接し、 このLもない地の

利をI§めている． この落成後IMIもないシンプルで

品位を備えた新庁舎を眺め，私はそこに21世紀の

家庭裁判所を思い浮べた〃

振り返えると，新庁舎柵想が持ち上がったのは．

私の寮庭局長在任‘1'であったと記憶するが、 その

後この問題は具体的に進展し，私が東京家庭裁判

所長に就任した平成元年秋には． すでに新庁舎の

総面穣も定ま"'ており．部屋の具体的配置を検討

する段階に差し掛かI〕つつあった、当時，家庭裁

判所と簡易裁判所との合|司庁舎は，満裁所在地の

庁舎として，初めての試みであったが．関係者の

御理解と御協力によ'1事を円滑に進めることがで

きたく

家庭裁判所も．簡易裁判所も． ともに国民の生

活に密着した事件を取り扱うのであるから，国民

が気縣に相談できて利用しやすい裁判所であると

|司時に，充実した機能を備え効率的に運営できて．

国民の信頼を勝ち得る裁判所であることが必要で

ある｡ このような見地に立って．新庁舎の設計は

進められた『 この目的に向け，限られた面積を餓

大限有効に活用するため． いかに合理的に部屋の

割振りを決めるかに苦,L､が払われた。当時，事務

局長をはじめ関係者の並々ならぬ努力と全庁職員

の協力のもとで，新庁舎問題は工事藩工の段階に

まで進めることができ，私は′L､置きなく新任地福

岡に向ったのであ･ﾌた．

このたび新庁舎の落成にあたI) ，内部を案内し

て頂いたが．利用者のための細やかな配腫が伝わ

る明るい近代的な庁舎であることを実感し、 －．入

の感慨を覚えた．

新庁舎の玄関を入ると，広いホールの中程に案
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(東京高等裁判所長官）

(前福岡高等裁判所長官・元東京家庭裁判所長）
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さんか不在で，留守番の助役さんの話では．

1.かっては南多摩郡の郡役所が八王子にありまし

たし， 八王子に出掛けていくのは何ともないので

すが．町田に出掛けてい‘〈ということになると．

市民には心理的な抵抗感がありますc今でこそ大

きな街になりましたか． うちから言わせれば峠の

向こうの外れの町ということでしたからね層 .’

と言われ，つくつく膝史的な経過と． それにまつ

わる住民感傭の難しさを獅感しました。同じよう

な話ですが， 当時既に事務移転し，庁舎も存在し

なかった五日市簡裁の廃止の~j・解を五日市町長に

求めにいった所長が，案に相違して反対きれ、

「五日市は．古来交通の要衝で，渋谷，新宿が村

だった当時から町だったんですからねc」

と言われたという話も伺いましたc

このように，地域としてのいろいろな思いが残

I)ながら、司法の活性化のためという説得に応じ

て、理解してもらい，大改革が成就したわけです『

我冷としても、住民に対して， さらには国民に対

して約束した司法の改革を是非とも実現させる涜

拷があると言えましょうa．

東京家庭・簡易裁判所合同庁舎の建物は，立派

に完成しました．このハードとしての庁舎の建設

についても． 多くの人々の労苦の稲み砿ねがあり

ます。設計，施工や内部のデザインなと'でと'れだ

けの苦心が払われているかを，私も目の当たりに

見てきましたく、一階のフロアーにある鮮やかな色

彩のステンドグラスにしても．都内の有名な箇所

のステンドグラスを皆で見て歩いたのを思い出し

ます。このように、多くの人達の苦,し､の結晶であ

る庁舎を使って． と･のような機能を発揮きせるか

ということになると，そこで働く皆さんのソフト

の面での工夫が重要ということになりましょう.。

これからの皆ざんの努力が期待される所以ですお

難産の末に生まれた可愛い子ですc どうぞ宜しく

お願い致します．

堂々とそひえる新庁舎の窓際にたたずみ． 日比

谷公園の美しい紅葉を眺めながら．東京地裁の所

長代行として，区役所を駆け回った頃のことを思

い出しました．簡裁の適正配置について、地方自

拾体の理解と協力を得るために，所長の陣頭指揮

のもと代行四人が手分けして，統合される簡裁が

管轄する区の区長さんと区議会識長ざんへの説明，

説得のために回-ﾌたのですc得難い経験ではあり

ましたが. けつこう苦労もしました､ とにかく，

日頃滅多に接することのない政治や行政の世界の

人達と． しかも先様が嫌がるであろうことを説明，

説得するために会うというのは皆初めての経験で

した、めいめいが、数カ所の区に， それぞれ，合

計十数回伺いました。統合きれる簡裁が所在する

区には，所長も一緒に出掛けたのです、

露骨に冷たいあしらいを受けたわけではないの

ですが．所詮は歓迎きれざる客のわけで， こちら

もそれは意識しておりますから，居,L､地がいいわ

けはないのですが． ．一生懸命説明し，反論があれ

ば説得したのです．必ずしも本‘L､から納得したわ

けてはなくても、

「-=応ご趣旨は分か11ました〃大変ですねえ参』

と同悩きれると， ほっとしたものです。そういえ

ば， こんなこともありました”統合されるある簡

裁について，今まで何かと格段に尽力してくれて

きたさる地方議員の方が， その簡裁を廃止すると

は何事かと，怒り心頭に発しておられるという話

が伝わってきたのです曾何しろ，その簡裁の前の

交差点には「○○簡易裁判所前」という標識がか

かっており． それもその議員さんの尽力のお陰と

いう経緯がある位なのだそうです急裁判所のこと

を思えばこそなのですから，何はさておいても．

顔を出しに行かなければということになりました‘

早朝騏務所に出向き，平身低頭して説明して，やっ

と了解して貰った次第でした令

また，適配の一環として，町田市に簡裁を新設

することの貌明に，隣接の某市に赴いた時のこと

です,今度は新設だから喜ばれるに違いない，今

日だけは感謝される番だと思って出掛けたのに．

あにはからんや、 そうではなかったのです，市長

私が新庁舎の建築に多少のかかわI)を持つよう

になったのは平成3年秋頃から落成半年ほど前の

平成6年3月初め東京家裁を去るまでの間にすき．

ないが，一つの庁舎を造りあげるということが，

すでに基本的な計画・設計ができ上がっている後

においても， こんなにも大変な作業なのかという

ことを実感させられた2年半でした『
や

残念ながら、私は未だ完成した新庁舎を見る機

会に恵まれていませんが，東京家裁から踊られた

庁舎落成記念アルバムの写真とステンドグラスの

図柄のテレホンカードを見て遥かにその姿を偲び

つつ当時のことを思い出しています、

昨秋当地で開催された日弁連人権大会後の懇親

パーティの場で何人かの旧知の弁護士の方々に会っ

た際，新庁舎のことが話題になりました．それら

の方今から伺った言葉は，必ずしもすべてが肯定

的なものばかりではありませんでしたが， ほとん

と'の方が， ステンドグラスを背にして総合案内を

設けた一階玄関ホールは，最近よくいわれる開か

れた裁判所のイメージにふざわしいものであると

高く評価され、鐺し〈思いました。

手許に何の費料も持ち合わせていませんので，

とんでもない思い違いをしているかも知れません

が，内装工事決定段階の大詰に来て．一階玄関フ

ロアーをどのようなものにするかということが大

きな問題となったように覚えています。折角新し

い庁舎を造るのであるから，何とか新機軸を打ち

出したいものと，大石前所長をはじめ当時の太田

事務局長らスタッフと幾度となく会合を開き，来

庁者が必ず最初に足を踏み入れる場を新しい裁判

所のイメージにふさわしいものとするにはどうし

たらいいのか話合を重ねましたcいろいろな案が

検討され， かなりの粁余曲折を経た末，総合案内

の背部壁面には，厳粛な中にも明るい雰囲気を醸

し出すためにステンドグラスを取り付けることに

決まりました〃 しかし． その図柄に何を象徴した

ものを採用するかについても．一階の玄関ホール

が家裁と簡裁の共用の場であるだけに． 一・方だけ

の特色を強く出すことは望ましくなく， いかにそ

の間の調和を図るかとL‘うことも一つの問題でし

た。私はこの領域に全く無知なため，意見を求め

られても答えるすべもなく．無力を痛感させられ

るばかI)でした、大石前所長は． この件について
炉

も陣頭に立って穣極的にことを進められ， どこか

にステンドグラスがあるとの情報が入ると， その

都度見分に出掛けられ、私も何度かそのお供をし

て都内を文字どおり東奔西走したことを懐かしく

思い出します｡

折悪しく，新庁舎着工時にはすでにバブル経済

は崩壊して財政状態は逼迫し、 この頃には， この

ことが新庁舎建築の計画どおりの遂行にも大きな

影を落とすようにな'〕ましたが， このような悪条

件の下で．その計画遂行に大変な情熱をかけて取

組まれ． 日夜心を砕いておられた大石前所長の姿

には， ただ頭の下る思いであったことが折に触れ

て想起されます。

ステンドグラスのテレホンカードを手にして，

今この玄関ホールに出入りしている人々がこの図

柄から何を!惑じ取っているのであろうかと考えて

いますが．思えば．丁度新庁舎建築工事が始めら

れた頃は，東京家裁家事部は遺産分割事件の末曽

有の墹加に直面し， その適正かつ迅速な処理方策

を確立するために一丸となって努力を重ねていた

時期でした。その中で， 日々階層が積み上げられ

ていく工事の進捗状況を眺め．新庁舎の完成を楽

しみにしつつ仕事に励んだものでした。

この新庁舎の落成を機に， 当時の同僚の方々，

そしてその後に続く方々が，新庁舎の新しい機能

を十分に活用して活躍されんことを切に祈ってお

ります。

（山形地方・家庭裁判所長・前東京家庭裁判所家

事部所長代行者）

(仙台高等裁判所長官・前東京地方裁判所長）
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の品位を保ちつつ人証調べに§》ふさわしい七ソテ,「

ンク'となると．低くするにも限度があ11主したう。

簡裁関係の委貝会のメンバーや民邸訟廷の方々と

あれ.これやつくいるうちi二・怯靭に座った裁判官

の目の為きが， 当事者席で立って発言をする人の

同〃〕高喜より低くては叢ずいといみことに歯』) ．

促聯訟廷の誰君に実戦台になってもらい． 座高や

背の商毒の組合･昌一を想定して． まず乱25センチメー

|･ル室ては低くできZ’ことが確かめられました。

その徒．簡裁の上席裁判官方や地裁の委員会のメ

､/ハーの意見も伺L‘ ,， 25-ピンチ高の法塘設溌の上

巾のﾉ減|･がIとlまったわけですｰ

幸L,にI=て，高裁‘ 媚高裁でこの婆望が入れら

れ、 また，法塘‘)幅も新簡栽の法廷の幅が許す限

【)の320-ピンチ参〈一トルの幅がとられま･した畢平

｢戊5年3Hには．実物大の摸凹ﾘまで作｡｡てくれて

検分する機会があi) ． 支た． 25-1ヱンチ高の塒合．

法域に_上がるのにｽﾃ‘ノブか必要かと‘うかまで.

入念な検討があI)ましたぐその他，新簡裁の法臨

は．最商戦の法廷や､ 索裁の家蛎奔判廷と同じよ

ふに，法域，当覇者席等の机の「角」がとれた衆

らか'､ ､作I)になっていますが， そのきっかけは．

この樅叫11枚分のときの高裁事務局長の「いいアイ

ディアをと'んとん出して,〈だ善い｡」 という心強

し､（．:ノクーアッブ.があってのこ上でLたこ

，思えば，平成3年ころから全国的に実践されて

いる｜利用しや寸い簡裁」をlﾖ指す浦裁方策案

そのさらに基溌には．栽判所の適正配世以来のhW

激の充実に向けたエネルギーが，新東京簡裁のハー

ト． ， ．ノブ｜･作i1に生かぎれたように.'とlいます命

法埴のつく ;〕といった細かい点:こまで示きれた

東京高裁企辿i洲整室をはじめ上級庁： 関係の方4．

の御理解と熱意に感謝するとともに． これからの

新東京鮒裁の実稽運営の中-て． 3つのう,'アンドテー

ブル法廷を含め．法廷のつく 11に込められた心を

生かして'ざ ;ただくことを期待して．新東京簡栽発

足のお祝いの言蕊に{tえき･せ･ていただきます層

新1-1, ､東京家裁・東京簡裁の合1両]庁舎が鬼成し

紫務開始が近付いた平成5年7月から8月にかけ

て． 耕聞各紙に報道がありました鴬見出しには．

rfi1か取れた東京禰裁｣， 「法蹴15センチ．ﾁｰげ「見

下ろしません」l､ 「争いごとも丸くおき主鳥, 1 つ

“ i1l卓法廷”登場」なと'とあij ． 新しい東京簡裁

の民覗法廷のL－屑】らえは， 概して好意的に受け11‐

められたようて． 耐1 1可畷に堪えませ,'し。

折間数の法廷のしつらえ等(二ついて、渋lill部と

して具体的に考え始めたの{土．平Ijい年夏こ'!'か

らであったかと思います。私は， かつて{t事柄．

W蛾管内の神W裁の法廷を見る機会がしばしばあ

I）ましだが, 傍聴席のJ､から簡裁の法廷:こ入ると,

と- ．うも地我の単独法廷よ')やや狭いのに、法蹄が

腱分断い印殿を受けてい主した修 鷺た， 近年， 而

裁における楜法委仙の辨件|螂与が橋発にな') ‘東

京特Iﾉ､1では， 司法委買に覗件の蒋理'1'渋鞭にl矛が今

てもら･)のですが． 司法委員用の椅子を裁判徳.の

椅-12と曲べて侭<と耐の端から鵜ちそうになあと

か，坦に終ちた人があi) ． その吋篭として手作;）

の#'11肋踊を作った捕裁もぁi〕まし/こ亀，市民に分か

i}ペ〕寸く，利ﾊﾘLやすk,民事裁判を回折している

近11$の師裁のイメージからしても‘新簡裁てはこ

れをなんとか改,鱒できないだろうか， そこから作

業が始まi〕ましたェ当時の東京地栽民事次席の柴

iHさん（現東京簡裁民事首腓諜記官） に頼人で管

内各簡我等の法廷の状況を調べてもらいますと．

法聴の高きば大体どﾆも40ｾﾝﾁﾒｰ}･ﾙで, こ

れは地裁の単独法廷と同Eでした（なお地裁の合

議法廷の法壇の商さは4ヨセンチル法蛎の幅は2

ヌー1､ルというのが多く．地裁の単独法廷の3メー

トル， 合誰法廷の3 ， 5 メー|､ルより狭いことか

分かり麦Lた華

叫時、 地徒ではう，ツンド千一プルが灘入怠れば

しめ。而裁でも， 雌約かた行いご大l夏、名i!r曜等

で． →部ラ『シンドテーーフルを媒入する情報があ;）

童し､』二． L力'し． 揃北の民訴といえと'も． すべて

,）)法廷を二う 『フンドテーーフル(こしたI) ．洪蛎を11f〈

-するわけ'二も. 、きません、 これ式でより法聰をい

･くF』か低くし､柵を広(fるにしても. 法廷として

形

瀬

尊蕊可 ,説？
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(3F 簡裁民事法廷）

（水戸地方裁判所長・前東京地方裁判所民事部所

長代行者）

( 1 F 簡裁民事受付相談センター）
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新東京簡裁開設準備の思い出

青山正明 |i
一一一一G－一

=一マーーーーー－皇

一＝』
一一寺一一一

一

一

一

一一

を統合し，裁判官が80人．裁判官以外の職員が30

0人にも及ぶ， 他に例を‘ZLない大規模な簡易裁判

所を造I)上げるということであり． 12簡裁統合の

メリ ル' 卜を活かし． 「親しみやすく、利用しやす

い裁判所｜ という理想を実現するためには，広い

視野と先見性とをもって，多方面から検討を加え，

多くの§ﾘ意工夫をこらすことが必要であり， その

組織機柵．事務処理体制，事務処理要領等のいず

れを造り上げる仕事も，全くお手本のない。創造

的な作紫であって， その意味で大いに挑戦意欲を

そそるものがあったことによるものであろう『

もっとも、その作業には，常に，時間的な制約

はもとより，予算上の制約，配慨人員上の制約，

部屋の数や広さ等の施設上の制約といった多くの

人的物的な制約や，裁判所の内部及び外部の関係

各方面との意見の調整上の制約等々の実に多くの

制約が付きまとった．各委員から出された魅力的

な提言が相当の時間をかけて検討され，練り上げ

られながら，何らかの制約によ')，中途で心なら

ずも修正を強いられたり，結局， 日の目を見るこ

となく終わったりして，無念な思いを禁じえなかっ

たこともしばしばであった。

ともあれ、新東京簡裁は．開設準備委員会が提

言した様々･な施策に基づき、 その組織機構や，事

務処理体制を整えて，昨年9月1日に無事にその

業務を開始し， これまでのところ先ずは順調に運

営されている。誠に喜ばしいことである。開設準

備委員会が提言した諸施策の中には．新簡裁の開

庁後の実際の連用の状況をみて， 見直しをしなけ

ればならないものが出てくることは当然予測され

るし，あらかじめそれが予定されているものもあ

る。今後常に必要な見直しを怠らず．理想的な簡

易裁判所の実現を目指して歩みを進めて行くこと

を期したい。

＊ ＊ ＊

もう一つ新簡裁の開設準備に関して忘れること

ができないのは．新簡裁が入居する庁舎の有り様

から新簡裁における事務処理の在l〕方に至るまで

の． ハード・ソフト両面にわたる大小様々な問題

について，弁護士会から数多くの注文が出され、

新東京簡裁の開設準備の思い出として忘れるこ

とができないのは，第1に．新東京棚裁開設準備

委員会の活動のことである”

、二の委員会は、新東京簡裁の開設雌備のために

東京地裁民事部において検討しなければならない

各般の事項について調沓・審議し，所要の施策を

提言することを目的として設置された⑤民事訴誰

事件小委員会．調停事件小委員会，督促事件,l､委

員会，即決和解・保全・公示催告・過料事件小委

員会及び民事訟廷事務小委員会の五つの小委員会

と．民事部所長代行者及び小委員会の委員長等を

もって榊成する親委員会とから成り，委員には．

東京地裁及び管内簡裁の裁判官及び桝記官総勢50

人余が充てられた、

その委員全員による第1回の会議が開催された

のは平成4年12月2日のことであったが．以後新

簡裁の開設直前の平成6年8月までの間．各委員

がこの委員会の活動のために注ぎ込んだ情熱とエ

ネルギーは．実に大変なものであった。各小委員

会は，毎月少なくとも1回は会議を開慨し， それ

ぞれ与えられたテーマについて調森・審議し、 そ

の結果を毎月開催きれる親委員会に報告するとい

うことを繰り返した。会議は．毎回．執務終了後

の夕方5時半ころから始め． 8時から9時に及ん

だほか．毎回の会議の前に各自が相当の瀧備をし

なければならなかったから．各委員は， この委員

会の活動のために相当な時間と輔力を磯やしたこ

とになる。折しも，東京地裁，管内簡裁ともに，

バブル経済の崩壊に伴う景気の低迷による事件の

急増に見識われ． どの部署も大変繁忙な時期にあ

り，本来の仕事に追われる状況にあったにもかか

わらず．快く委員を引き受け． この委員会の仕事

に励んでいただいた裁判官．霄記官の方々には，

本当に頭の下がる思いである価 また， このような

各委員の活動の険には．開設準備室及び民事訟廷

事務室の職員の縁の下の力持ちとしての鴛闘があっ

たことも忘れることができない〔

このよみに各委員が大変な然意をもって新簡裁

の開設準備の作業に取り組むことができたのも，

新簡裁の開股を準備するということが． 12の簡裁

すればよいか，緊急に処理すべき事件に対-する対

応策をどうすればよいかが事件部の主たる関'L,事

であったが，幸いに移転時期が夏期休暇に入る時

期になったので，例年の職員の夏期休暇を変更す

ることがあったが， これは何十年に一度の事態で

あるということで職員の理解が得られ，事件処理

も新庁舎への移転前に納力的に事件を入れて処理

をしておくというように職員の協力が得られたこ

とは，やはり東京家裁に職を奉じているという誇

りが皆をして一致協力をしていく気概を持たせた

のではないかと感じた次第であります。結果的に

も事件処理の点では新庁舎に移転した後に後遡症

を残すような事もない程度に円滑にいっていると

評価しています

新庁舎移転後のlか月は，新庁舎に慣れない事

からくる苦情が数多くあったが，幸いに混乱もな

く新庁舎での執務が円滑に遂行きれている状況に

なったのではないかと感じております。誠にご同

慶の至I)であると思います、なんといってもこの

首都の中央部に位置した磯が関の一等地に位置す

る場所が仕事場になっていることは最も快適な環

境であるといえます。今後はこのような職場環境

を与えられた者として国民の負託に答えることが

できるように新しい庁舎に新しい酒を入れる工夫

をいかにしていくかが私達に与えられた課題であ

り，職員の一屑の努力を期待したいと思います‘

平成6年8月26日から日比谷公園に面した霞が

関の司法街の一画に位置した新庁舎での執務が開

始しました．これで旧日比谷庁舎での30有余年の

輝かしい歴史の幕が閉し，綴が間新庁舎での新し

い頁が始まったことにな'〕ます“まことに2】世紀

の幕開けにふきわしい門出であるといわねばなり

ません“東京家裁に勤務する職員･-伺の一大慶事

であります億

翻ると，新庁舎建築の計画から完成までに企画

に加わった腰代の所長以下駆務局の方達の苦労は

大変なものがあったと推測致します。幸い裁判事

務に携わる裁判官を始め事件部の者は事務局とは

述ぃ新庁舎の設立の細部にまではタッチしない仕

細えになっているので，事件部の者は専ら、何時

新庁舎が完成するであろうか． どんな庁舎が建っ

たみうか，事件処理に支隙のないように移転でき

るだろうか． もう少し新庁舎の摘報が入らないも

のだろうかというようなことが嬢大の関,L,事であっ

て， 日々の事件処理に忙殺きれていたので，新庁

舎')外観が形を次第に雛えていくにつれて新庁舎

の完成を心待ちにするようになったというのが実

悩でなかったかと思います。それは裁判所の機構

が耶件部と事務局との役割分担のもとに運営され

ている以上自然のことであってそれぞれがその役

割を実行すれば支障なく機能してし,〈ものである。

勿論裁判所というものが司法の機能を担い．事務

局がそれを袖助していくという本来の役割がある

から，事務局が裁判部の職務環境が快適になるよ

うに鎧大限に配慮しながら新庁舎の建設に取I)組

むことは当然のこととしても，建築主宰者の建設

省や最高裁等の上級監督庁がきめる建設計画の枠

内で．しかも限られた建築予算の制約のもとに最

大限の快適な職場環境を作らねばならないという

命題に取I〕組んで努力をした事務局のご苦労は大

変なものであったであろうと改めて謝意を表する

と共に， これからの新庁舎での詮備の充実に-一層

の努力を期待したいと思いま．;-‐

新庁舎の完成日濁が具体化し、事件部を始め全

体の移転計画がはっきりしてからは，事件部の方

《,耶件処理に遅沸が生じないように-するにはどう

I
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楕帖に閥する民蛎及びⅡﾘ聯のすべて")1千符を処斑

寸ることを無水と-＋べきであると主張した。裁判

所側としては． ．二のいわば「フルコーx」論は，

簡抜銃合の理念に反するものてあってとうてい受

け拝れらｵLないとし． 分室においては．民ﾘI部1'11

では． ’肇付ｲil談， ．-部の調停訴件の受付及び一・部

の鋤停獅41:の処理に限り．刑班部l'11でl‘t，勾稀状

発付珊務〃・外の令状聯騰に眼I)収I)扱う （鵲{J1分

室においては． そのばか， 三者即11処理方式によ

る交通疏式ﾘ1件の処理を行う．i と主張し、 この

線を撞徒までI,i,き通した？

分室において取I〕扱う調停事1,1:の花川をと･うす

るかについても，裁判所側は． 当初．現地調停な

いしそれに雌ずる調停訴件に114るも')とすると主

張し、 弁謹士会側は‘ そのように狭くルリ眼寸-べき

でないと主張し･r鋭く対立した心脆終的に(‘t，裁

判所側において． 弁護士会側とのそれ堂での協議

の糀過等『>ﾉII'|1fを踏まえ‐ぐ妥協することとし， 分

室においては， （1'分室に巾立-でのあった調停事件

で， 州手方の住所等が分室の担当区域内にあるも

の． 2I分室に申立てのあった潤停1『件で，分室に

おし1て取I〕扱うことについて当りf者間に思議がな

いもの，③本ﾙﾆに申立てのあった捌停jl訂件で． 分

室において取Iﾉ扱うことについて当蛎者間に異議

がなく．かつ．本庁の調停秀貝会が相当と認めた

ものを取I)扱うとの線まで広げることと1-,弁護

士会側も碓諜的にはこれにIil直し，決耕したc

弁遊士会との対応は． なかなか苦労の多い仕事

ではあったが‘ 過ぎ去った今となっては， これも

．懐かしい思い出ぬ－－ってある･

食･法律扶助協会の繊仲相談ごｺｰﾅｰを紺Fiし‘

職凋を常駐きせ，簡易栽側所を訪れる－－股市民'二

h.↑し．法律相談等の41－－ビスを提眺することがで

きるようにして慨1－$. 、どの要望が出きれ， また．

少なくとも， 弁灘士会・法律扶助協会のボスA･－

を掲示し, パﾝﾌﾚﾉ ﾄ , ピﾗ等の文111を袖え慨

くこ‘とができる．一・j･一を常没してほしL ‘との要

望が||柊れ左『

魂lの要望であるi鋪細:｜l談コーナー")識俄α〕点

については、 ぞこで行われる法律相談等は， たと

え箕償で歩,っても. プt謹士会・法律扶助協会の錐

僻とLでされるの"ぞあるから． 二れを認めれば．

数!Ⅲ所の業務のたr,に識営される行政財灌たる数

1lill所庁舎の一部を剛｣‘1外の淵･定の団体の値舗”た

めに仇することになるので．法維相談排が公11烏．|，|：

"〕問いものであることを考職しても． 阿有111瀧楢：

即の建前上とうてい認められないことであ{1 ． 1、

蔵摘・財勝局， 会計検盗院の承認を得･られる見込

ふがないことを説明し，弁謹士会側の納得を求め

た” これについては．弁羅土会側は．納得す農,ま

でには至らなかったようであるが．肢終的にはや

むを得ないとして断念I_た。

なお､新庁舎の地下1階には司法il::士の執務室

が設けられ，現に3人の司法沸土が執務している

が， これは、 その司法禍:士個人が司法簿土事務所

として能剤するこ‘との汗IIJを得て有俄で使用して

いるものである． ニのように司法将士個人に対し

て使用許i11かきれているのは．我¥|l所伽利用者の

利便をI笈1るために必要であるとの理由によるもの

であり，弁護士会等の法律相談コーナーの設侭と

は性鷺を異にするものである。 ．

第2の要望であるバンフレノ 1．類の備え磯きに

ついては．弁護士会・法律扶助協会がいつでも目

1 11にパンフレソト獺を備え髄くことができる常設

の塒所を用意することはできないが，個々のバン

フレ．:' 卜額を事前に検討した上， 内容上問題がな

く ．裁判所の利用者のために商用であるものであ

れば．裁判所側において適当な場所に備え綴くこ

とは考えられると回蒋し． 弁謹士会側もこれを~｣‐

承した鏑

、分室における取扱11務について

分室において取り扱うJlf鰐の範囲をと．う寸るか

1t， 肺紋の統廃合に間する按改正論識以来の経緯

もあって， 今回の弁護士会との協議会において取

I〕上げられた諸問題のうち雌も液婆かつ困稚な|淵

題であった尋

弁疲士会側は． 分室においては．簡易抜判所の

それをめ<-る介独土会とのやI)取りに苫労したこ

し・・己÷ヴ
ーL“の虐

斬庁舎の銚骨工堺が終わ') ． 外壁工事が進行!‐

始めたころの平成,1年Iｲ'jlに三井榧士会からの申

し入れにより. しばらく中断していた箭簡栽問鼬

に間する協議会が再開きれ． 以後， ほぼ2か11に

1mの/く一又で冊惟されﾉﾐ句 ,LII席者は，東端地裁

側は，所長と民刑4代行．弁凝士会1mIは． 宝会ヴノ

各会催．担当副会長その他の委員散人ずつであっ

た。

ここで． 新簡裁の開『没雌俄の慨台騨のエヒ･ノー‐

ﾄとして‘ この協誰会において弁I纏士会と協誰し

た問題の‘>あの2～3を．策し支えのな'‘ ,範l｝11で

紺介しておくのも多少”職昧が為るでおる4．

｡「擴籠」 という11乎稗について

ブf鯉-t会側Iえ、 新庁舎における案の11乎称とi-て

｢控窺」という禍をⅡ}いることを極力避け， 例え

ば、 「弁護-t控室Iは「弁榧l蕊l又は「弁誰士

i,f合籠」 とすべき-ごあl) . ｢1I1立人控室』． 「証人

控案｣， 「公衆控塗」その他の「控室jは「待合室」

にすべきであると主張した。 「捺案.l というⅡ洞j，

は， 「控え居ろう」 というお上的な発惣によるも

のであって適当てないというのがその理由のよう

であった Iもっとも、弁継士会側の出席者の!|' (二

は． そういう感覚に．Z･ず1－も碕伺しない者もあっ

た｡)．

これに対し、我'1所側は， 「控室.| といふⅡ州．

がお上的な発想によるものであるとは.思われない

し．現に「荊師控室」 とか， 「新郎側イ新婦側）

控室」 という用例もあるのではないかなと‘と反論

したが，弁謹士会側の納得は僻ら九なかった。

裁判所側としては‘案の呼称にはあま'】こだわ

る必要もないので， 雌終的には弁護士会側の要望

に韮本的に応ずることとしたが， 「弁護士室」 と

いふ呼称は， 「裁判官室｣， 「111:記官室」等の用例

から類推して職員の執務掌と誤解ぎれる恐れがあ

I） ，採用することができないので， 『弁護士控室｜

は「弁縫士待合室」とすることとし、逆に． 調停

委貝、司法委員は非常勤の裁判所職員であるから．

その控室は． 「調停委鳳室.|， 「司法羨員室」 とす

ることとした。 また， その他の111立人，相手 、

誠人，公衆等の「控察｜ はすべて「 ・ ・待合室」

で統一することになった噂 この問題はこうして決

軒をみたのであるが， ここに顎るまでに実に敦回

の協議を謡したのであるn

．怯雛相談コーナーの識f鐸について

か鯉士会側から．新庁杏のI僻プロ了.に弁誕士

（甲府地方・家庭裁判所長・前東京地方裁判所民

事部所長代行者）

〆

(5F 浦裁調停委員室）
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r=-==-=-======- ===============－－－－－＝＝＝＝＝＝ー一一_ （八王子簡易裁判所判事・前東京家庭裁判所少年

部所長代行者）

の一・聯の発腱を}月ってやみません『

新庁舎への移転と少年部

|L一－－－－ 林 五平 1－ ロー一一－＝一五 ‘ －－－－

f‘|側係者にもill故かな‘〈終:1ﾌ･ったことは章いであ〆』

たと恩し、主す，

折庁愈への蒋転は． 災いIIIi別の庁舎で秋篤し~ご

いた少年交通部が就合ぎれ． i荷】-.-庁審で柵料理I1

ができるよう仁なっメニ点で． 少年部のみr，を『' 一ｲ‘

11〔京榊洲:にとつ．“,大きな意味かあI)まf，

交通部は様,を･な変鯉か〃)っだよ内ですか‘ ’'1 11

比･件庁舎の新築の際に別11~存『と左i) ． 1－蝋'ｧ谷|鷺)：

舎、次い･尽千ｲ'庁舎{文蜘烹本駒込所榊を雑て

今回の統合を急ることになり王した唇 ！”5を側近

にしたSWl8H、 交通部･Wl庁舎で「別れを'階1－

b会」が開かれ、 1]比が庁舎からもﾉ<洞所l圭をl』

しめ多数の栽判'1ﾔ，職燭が参加し王したぐ交通部

1M'1の行き厩いた投営によi) . お互いになこ． ;ﾉを燗

しむ'11にも心温まる非l1hらI=い災会とな;)主した壽

新庁.舎において‘ 少年部は2階に交通部． 10腓

に篭1部． 1 1階に第2部というように． 同-- ．フロ

アーに’ 番記官室‘鯛

炎官室、瀞判廷がまとめて配i胃吾ｵし． 大変効率的

なでF柊処理ができるよう(二なりました←特に交通

部のl珊係で{ま． 多数')来庁背に術えて今I茨Iの雌111

所で(よじいて1階から2階までのエスカレーター

が設置されました。 また． オーブンスペース")少

年保誕者待合室、 錐1号H綱森のための耐尭ブースの

ほ力｡， 交通識習室，遮転適性検査室には雌新のビ

デオ映写装箭:，検査器等が設俄されるなど．新し

い設備．捷材等は交通部に雄! I1して配側された感

があ↓）ます瞥なお、 少年の前雁検索システ』､のO

‘ﾍ化作莱も順調に進捗していまず．c

雌後に私事にわたI)ますが，新庁舎への移転後

定年退官を迎える12月初旬までの問， 日比谷公l珊

圖 図少年代行室で執務をする
二とができたこ《上はこの上ない幸せでした。短し,

期間でしたが， 当初．緑一色の｢け上谷公側の木〃

が所々赤や散に色ずきはじめ， やがて燃える上ふ

な紅雌となI') . iW･蝿の季節を迎えるまでの間然の

えも蒜．われぬ変化を識呪することができました甲

ノ<祁会幻真んI|'でこうした恩忠に浴するここがて

きるのも新庁舎の大きな剛I)物といえるてしよう辱

叫るく親しみ易い我1:|l所として，東京家睡栽判所

叩京家裁(,)新庁舎への瀞''1臭作紫は平成(i好8吋

1911から|同j月25Hの間に裳施されました需 主た，

引き総き新鞭京簡我の移転作業が1両1月31Hまで行

われましたご ．二の移転作難に向けてば東京家裁全

{I崎と|_てのI謡llな難術計･I棚lがたてられ、 全職胤の

協力のもと仁とと'こおi)なくソ鋤されたわけで．す

が， 少年部にとっては． 、二の間の111庁舎及び新｢i：

弁における引越し作紫の批乱c)｢1 1で少年･の剛『州

件誹の処理をとう寸一るかが大きな課漣とな;〕まし

の多くは（'1へ行った．職後ニューヨークそ

れからﾛｰﾏ, ﾐﾗﾉそしてマド1 ’一ドヘと

． ､それはH本の美術界の変遷の図式そのまま

ともいえよう曝

今． 少女がインドへ旅立つということは，

私の体験したことのない新しい美の椎式' 価

値感が， すでに目の前に立ちはばかっている

ということを意味している。

少女の旅への姿が彫刻として生れた． 『'1．ソ

ケを背負って, あるいはこぎ'ﾋｰのような． .

次々といくつかの作品が生れた． そしてその

中から蕊駄なものは切りすてらLて． ．この形

とな･った。

「と,こへ行くの？」 『何を求めて． . ~！

「と'こへ」 という題名にしたかったが． こ

の題名は， ゴーギャンの作品「何処へ． .」 と

キリスト教の「何処へ． ．」の言葉と混liﾃ1され

ても困るしと.W､ってたとき 「ToWhGrc？j

としたら． ．というアドバイスを知人からもらっ

た。 インパクトがあって綿呂もいいし． ，レター

もきれいなのでこれに決定した．

この作品は1991年のファッションをしっか

I）とその中にと11入れてある．

TDWhe”ワは「と"こへ’ であ'）それは

｢何を求めてlである〃つま I） 「自分自身が

と'う生きるのか」ということへの問いかけで

もある。

今日のう丁 ノションをその作品の『t'にしっ

かI ）と取I)入れることは， 今， ここに生きて

いるというよろこびと誇りのあかしであIﾉ ．

後世に私述が20世紀に生きていたよろこびと

誇I)を伝えたい， そしてそう出来るように日々

:#門進したいという私の希望でもある。

（,99』$ 10. :1 作者の言轆）

ご承知のとおり，少年州'1:では． いわゆる身柄

つき送致の事件については棚細纐の要否を決ぬ

るための手統をとる必婆があI) . g!?FJに.",剛§

僻中の少年については雌大阪281 1の1111WII Iﾉ､]に稀|l

を開いて決定しなければならないという要諦があ

I)支寸。 このうち，服鋤＃例手続については休ロ

ネ,含めて毎日実施するのが棚'階であ')、身柄事件

の獺11は移転作業期間'1'であっても期日指定を避

けることができない状況で|_たこぞこで． k:雌競

として次のような方針をたてました。⑪手持ちの

身柄ﾘ;件等はできる眼{)移蛎作業の開始前に処理

するようにする, '2:家裁の轄転期11}i内に審判によ

み処蝿を嬰寸るもの錐ひ(二槻潅姶瞭手続について

は、 移転作業か終わるまでは旧庁囮

｜ (2察） を使用して行う．③家裁の

秘転作錐終了後も簡裁の移転作誰が終わる8月31

Hまでは． 耐l様に群､|'ﾘによる処皿を要するもの並

びに観測汁概手続については新庁圀

｜(2室) を使用して行う,⑳身柄事
件の群判につL ,て以｣ざ.によることができないとき

はN[京少年鑑別所における出ﾘI辮判によ'〕処理す

る、 というものです｡ ところで． 上記移転期間に

.ついては，検察庁、啓視庁はしめ各関係機関に予

め伝達して協ﾉJを求めており．爽際のところ， 当

時の身柄邪件の送致件数Itjm常よりやや少なめで

したが，それでもかなI)のﾘ件送致が為1) ． また，

移転期間中に審判を要する叩1件も相当数あ11主し

た‐このため東京少年鑑別所に出阿いて需ﾘを開

いたケースもあI)まL/こが， ほほ･予定号れ之忰Iﾉ､I

で1W件処斑をすることができ． 少年． 保識者葬郡

ﾌ'ロンズ立像「ToWhe1･e？」

文部大臣償（二紀会第45m記念展示会）

作肴二紀会委員、 日本美術家連盟会同

細野稔人

「私、来,週インドに行くの･ ･.｜

友人の汕絵の展篭会のオーブニンケバーテ.イ

での． 、二の少女の言葉が．私に一つの.インス

ピレーションを与えてくれた。

1994年の今． 一人の少女が． 7，メ ！)力へ行

くあるいはイント‘へ旅立つということは．大

した話遡とはなI)えないであ乃う‐ しかし，

1970年代のはじめころ一人の少女がインドに

行く . ．ということは私に大きな'1f代のうねI）

を感じさせたc

絵厩や彫刻を学ふためには，戦前先龍たち

－10－
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法廷でも，法壇の高さを従来より15センチメート

ルほど低くする-･一方，横の長さを従来のものよ}）

50センチメートルほど延ばして裁判官の両脇に司

法委員各1名がゆっくり座れるようにしたり． さ

らに法墳の当事者側の角を丸くしたりして，揃裁

の民事訴訟にふきわしい，親しみやすい審理手続

ができるように工夫されている”

4 このように，新庁舎においては，簡裁の理念

を実現する諸施策を実践しやすくするための物的

設備が整えられたのであるが， もとより， これを

生かして所期の目的を達成することができるかと‘

うかは，現実にこれを担当する者が，裁判運営上

一・層の創意と工夫を重ね．それを実践する熱意と

勇気を持つことができるかどうかにかかっている

といえよう？

もっとも，新しい東京簡裁では．旧12簡裁にお

いてそれぞれ異なる環境で働いていた職員が、発

足の日から一同に集合して協同作業を行うことに

なったのである。そのため， しばらくの間は．何

かと違和感を持ったり戸惑いを感じたりする者も

いないわけではないと思う、 しかし、職員一人-一

人が， その使命を自覚し共通の目標を持つことに

なれば，必ず一致協力して障害を乗り超えること

ができるであろうし，いずれ東京簡裁として一体

感のある有機的な結合ができて，そこから大きな

活力が生まれてくるものと確信している。

東京簡裁を運用する私たちの責任に誠に重大で

あるが、司法改革の動きの中で大きな目標を抱い

て仕事ができるということは，裁判所職員として

恵まれた立場にあるということができよう。私た

ちは，新しい東京簡裁発足に至るまでの諸先溌の

ご苦労とその情熱に敬意を表するとともに， ここ

に簡裁の理念を実現するため一層の努力を続ける

ことを新たに決意する次第である。

－－一一一一一一一一一一・・一!■P－－.ムー'一三一二一字一室一令室
一‐ ‐争.一一一一 一 弓一一句一一一や一③一一

に出匙すれは，担当者から調停案に適切に誘導し

てもらえるようになっている， また，昼間に来ら

れない人のために，毎週月、水・金の3日間，午

後8時まで夜間調停を実施することにしており，

その同日には．事件受付及び受付相談ができる態

勢を整えている‘

(31 専門化OA化による迅速．適正処理

弁護士の代理人が付くことが少ない簡易裁判所

では．裁判官や書記官が親切に手続を教えながら．

かつ，厳正な判断をする必要があり， そのために

は、事件処理につき専門的処理態勢を採ることが

有益である〃そこで．民事訴訟は民事第1室から

第5室まで，調停事件はI司第6室．督促事件は同

7室．保全．公示催告、起訴前の和解．過料事件

等は同第8室が担当し、 また，刑事訴訟事件は第

1室及び第2室，略式請求事件は第3室，令状関

係は同第4室が担当するというように．各事件に

つき専門的処理態勢が採られている．

とくに督促事件については，膨大な事件を迅速

かつ効率的に処理するために，督促事件処理コン

ピューターシステムが導入されて心､る患これは，

申立人債権者からOCR（光学式文字読取り装置）

用紙によって支払命令の申立てをしてもらい， コ

ンピューターにより，支払命令の原本（裁判官が

決裁した後）から，正本，その封入封鍼から特別

送達報告用紙の添付までを自動化するものであり，

平成7年1月から本稼働に入っている。 また．調

停では，調停事件等管理コンピューターシステム

が導入されている．これは，調停事件の進行管理，

調停室の予約管理， あるいは600名近い調停委員

の適材選任等のための履歴管理などを主な内容と

して， コンピューターシステムによil，迅速かつ

合理的な管理運営をしようとするものであり， こ

れも，平成7年1月から稼働している。さらに，

民事訴訟事件の審理等のために， ファクシミリが

導入され．その効果的使用について現在種々の実

験が重ねられている段階である．

こうした事件の専門的処理態勢の整備やOA化

は．大量の事件を迅速かつ適正に処理することを

可能とするばかりでなく、 これにより生ずる「ゆ

とi〕」を利用者や当事者に対するきめ細かな司法

サービスに向けることができるのである‘，

(‘11 訴訟手続内の工夫

民事訴訟の法廷の雰囲気を和らげるための工夫

も施されている。例えば．裁判官が当事者と同じ

平面で円卓を囲みながら審理をするというラウン

ドテーブル法廷を導入したり、 また，通常の民事

一一一一＝一一一~幸三･常宇宇号＝宇毒言三ニーーーーーニ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝言＝王
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簡易裁判所の理念の実現をめざして
’

佐藤歳二

{ｰ完=一宇
一一.－ユー一

ロー■■■■

■一一一一
一声＝一二一一一一句－－－－－－=･ ‘ －ー. ＝巳一一｡ﾏーーー

11 1 受付態勢の充実

都内住民の生活圏等から考えると、新庁舎は．

交通至便で司法機関が蕊中している「霞が関｜に

所在しておI) ．物理的な意味では．従来の簡裁よ

りも一層住民に身近な場所にあるといえよう，問

題は梢神的な意味での身近さであI)，万が…-にも，

大きく立派な裁判所になったために，訪れる利用

者が威圧感を受けて気遅れしてしまったI〕 ，気楽

に入れなくな,，たとい勺のでは．新しい東京簡裁

が住民から遠ざかってしまうことになる．そこで．

この危慎を一掃するために。先ず、一般市民と裁

判所の接点である人口部門と受付態勢を充実強化

している.ゞ

具体的には，新庁舎I階の玄関ホールをステン

ドグラス等によって明るい雰囲気もたせるととも

に，来訪者をその目的に応じて家裁と簡裁の各施

設への道案内等をする「総合案内コーナー｣，市

中の銀行のような雰囲気がある「事件受付のオー

ブンカウンター.I．あるいは「受付相談コーナーj

等を設けて、庁舎を訪れる者が気楽に入り．落ち

着いて相談や事件申立てができるようになってい

る。

新簡裁発足から今日まで（約1“日間経過した｡）

の状況を見てみると，新庁舎を訪れる者は気楽に

出入l)をして総合棄内等を利用しているようであ

るし，ベテラン番記官が専従対応している受付相

談なと・にも連日多くの相談者が訪れて，金銭貸借，

売掛代金，土地建物の賃料請求・改定，境界争い

など．市民がその日常生活において惹起する民事

紛争"〕解決手段等について．真剣に相談をしてい

る様子がうかがえる． また．庁舎を訪れる者だけ

でなく、施話による相談も結櫛多いようであるか

ら．新しい東京筋裁は一般市民にとって精神的な

意味でも身近な存在{こなりつつあるといえよう。

12； 調停事件処理態勢の整術・強化

一般市民に溌も利用しやすい裁判手続は調停で

ある‘． そこで．調停事件の処理態努を整備・強化

することとし． これを専門に担当する室を設けた

ほか，新庁舎5階に「調停総合センター1 を設け

て，調停の当事者や調停委員が， とにかくセンター

I 新しい東京簡裁は．組織人員では裁判官を含

む職員数が約390名とな') ． また事件数では．民

事訴訟事件約37j6000件，督促事件約6"1(XX)件、

調停事件約90(10件．刑事訴訟事件約i700件． さら

に略式命令事件約1()万件（平成5年度の旧12簡裁

の年間綿|･から推定した概数）等を取り扱うこと

になり，いずれからふても、他に前例を見ない大

規模な萠易裁判所になっている．そのため．組織・

機構等についてば、地方裁判所並みのものに整備

された．すなわち． まず， 全体を事務部門と裁判

部門に分け．前者の事務部門には、地裁事務局長

に相当-する事務部長の下;こ事務部第1課と事務部

第2課を設けて事務部門体制を整備し，次に．後

者の裁判部門では．地裁の部に相当する室制度を

創設して各室に室長（室の遮営に関する事務を整

理する裁判官） を置いたほか， さらに訟廷部門に

民事首席醤記官及び刑事首席譜記官等を置くなと′

して，裁判事務全般につき円滑に効率的な運営が

図れるようにしているそして，新庁舎には， そ

の民事部門と事務部門が入って執務をしている。

2 もともと簡易裁判所は、国民に身近で，親し

みやすく，利用しやすい．開かれた裁判所として

つくられてきたものである、 もちろん，新しい東

京簡裁は．あくまで簡易裁判所として．上記の理

念の実現をめざすことになる尋しかし． このよう

な巨大な組織・機柵を持つ大規模簡裁になると，

従来の小規模簡裁時代と同じ発想の下で運営して

いては．理念の実現はおぼつかないものとなろうで

そこで，東京地裁においては．平成‘1年12月から．

新東京簡裁開設準備凄員会が設置されて． ‐上記め

理念爽現のための具体的諸施紫につき様今な角度

から精力的な検討が綾けられてきた（いろいろご

苦労があったようであるが、 この点は関係者か§､

別稿において紹介されることになち弓馬,j§そして．

その成果に基づき識施策が祝言きれて．新庁舎に

おいては， これを実践しやすく4－るための施設面

での種々の工夫が施きれ･ることとなったのである←

3 次に． その主要な諾施策の内容と関連施設面

での工夫及びその逆用の現状等について，簡単に

紹介してみたいと思う-

（東京地方裁判所所長代行者・東京簡易裁判所司

法行政事務掌理裁判官）

？
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支払命令は． OCR用紙に記戦して｢旧立てられ

ることにな'ります、その情報をOCR装置で読み

取I) ， 脅:記官が端末機でi人l容審査をした後． う．リ

ンクで命令原本案を印刷し，裁判官によ〆〕て原本

が作成されると， その結果をﾉ､力のうえ命令正本

を作成し、 メーリングシステムによって封入封減

慈れます当瓢者に送達きれるとその結果をﾉ､力

する． という一連の流れ作業がこのシステムによっ

てされます§そのほ力､，大口俄椛者登録， 予納郵

券管理事件簿．記録保存事件･･覧、事件状況照

会処理．統計処理等を行い． 事務の効率化が期待

きれます…

督促事件は．統合前のある期間，統合移転準備

のため． 「11立事件を受理したまま命令を発布しな

いで移転し､ その後の雑務を整理しながら． これ

を東京簡裁として立件しなおしたこと．統合前、

申立を控えていた大口催権者か． 9月になってとつ

.と申立をしたこと． そして10月から12月までの間、

書記官等が．交代でシステム操作の研修を受けた

ことなとのため．事務処理が．やや遅れましたが，

やがてう･ステムによる事件処理が軌道に乗った場

合には，相当の効果，すなわち、正確迅速で効率

的な処理ができるものとして期待きれております．

従来方式の申立もありますので， 当分の間は．苦

しい事務処理態勢が続くと思われますが，書記官

室は．将来に期待をかけて懸命な努力をしてお$）

ます綴．

以上、新東京簡裁の統合直後の現状をみてきま

したが， まだ明らかな形としての成果は上がって

いないかもしれませんc しかし，如何に育て，成

果を上げるか， 多忙のなかにあって，将来を期待

し，努力しているその意欲自体， 一つの成果であ

ろうと思います唇社会・時代の変化と共に， 「日々

新ﾒ?に.｜更により高い成果を_上げるべく努力を続

けたいと思っております， ．

る重要な役割を拠っております

16名の裁判官． 60()名近い調停委員． これを支

える諜記官等34名のスタ･ソフが． 41の大小調停室

で、年間約80()0件の事件を処理することにな')ま

す． これらを管斑．運営することは師裁と!=て初

めての経験です：

第・ ・ '二．組織の点での時色は，調停総合センター

で寸一, 、二こでは、調停委員，調停案を把握し、 当

事者の出航状況．待合室や調停室への案'八I等当R

の調停の流れを・ ・手に引き'受け.調停の円滑な実

施を管顕I_てお;)まず調停委員と当3堵の雄ま

る朝の忙しさ域相当なもので． 夕刻その日の慾理

製fIの準備を終えるまで気を抜けないのが． この

七‘ンソョンて、 これがなかったら，調停部門は停

滿して!‐まいます． 二のセクションは大都市簡裁

として初めての試み-ごあi)．、調停が同民と接触し

親しまれる第･･歩てあり，育てる苦し‘班と喜びを

直接味わう部門です，

現在総合センター．調停委員室．調停案，諜記

官室は． ランプ方式で結ばれておりますが． これ

に加えて． 、IzIM7年1月から．洲停聯件に関する．

基礎データ等をOA化し、事件の進行状況，調停

室の利用状況，調停委員の執務状況等を把握し，

調停運営のよ'〕－．屑の効率化を図ることになって

おります“

もう一つ是非取l)上げなければならないものに．

夜間調停があります．簡裁統合に伴う利用者サー

ビスの-･環として．毎週， 月，水．金の3回，午

後5時30分から実施しておI)ます、これに備えて．

裁判官，調停委員．番記官が待機し,昼間は仕事

の都合で時間がとれず，夜間を希望する．当事者の

ために便宜を図ろうとするものです“夜間である

ため． スタッフの負担は大きいのですが．期待ぎ

れる部門ですっ

調停部門が， このように大きな組織となっても

個々の事件の解決には，裁判官と調停委員との評

議が密にきれなければならないのですか．規模が

大きくなった部門だけに， この点が将来の大きな

課題だとの声も聞かれております。

この度の統合で．大きく取り上げられているも

のに．儒促係があI)ます．近年支払命令の申立件

数が著しい期加傾1句にあり， 年間約6万件の申立

を受理し、裁判官7名．書記官等約40名で処理し

ております。大量の事件を迅速，正確という効率

的な処理を月的として開発されたコンピュータを

取i)入れました．大都市簡裁祷促事件処理システ

ムといわれ．平成7年1月から稼働してお【)ますc
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りやすい裁判所として．理解されなければならな

いとの考えのもとに、事件の解決について受け身
●

ではなく､積極的に取I〕組むためのいろいろな方

策を検討しております、 これは． 「簡易裁判所の

民事訴訟手続を国民に利用しやすくするための方

紫案」に基礎をおいていると考えられます。

その一つは． 司法委員についてであります．裁

判官の補助として．従来は．和解中心の分野で執

務してお;)ましたが．春理立会いと裁判官に対す

る意見陳述の面では． そのあI)かたが議論されな

がらも．実務ではあま;)活動しておりませんでし

た筈そこてこの際．司法委員事務処理委員会を設

けて検討を始めました。

第二は． ‐-･股市民の日常生活から生じる紛争の

うち．争点の少ない事件を．簡裁の司法運営とし

て， できれば一回で審理を終えることによ｝) ．時

間と費用の負担をかけずに． しかも適正に解決を

図るための方策について，市民紛争事件担当者会

議を設けて検討を始めました‘

第三に，判決の新様式については．既に地裁レ

ベルで考えられ，実行に移されており．簡裁でも

簡略判決にこれを取り入れられておりますが．禰

裁の事件は． クレジ･ノト．貸金等の請求が多く，

欠席や争いのない事案が多い実態を考え， その他

の事案でも、判決作成をざらに効率的とする方策

について，民事判決害改善委員会を設けて検討を

始めました､

そして， これらの考えと密接なものとして「ラ

ウンドテーブル法廷jがありますcこれは法壇の

ない法廷に．壁に絵画を掛けて雰囲気を和らげ，

親しみ易いものとし、長径のテーブルをおいて．

裁判官．司法委員が着席し、当事者も同じ高さに

位置するため．開放的で話しやすく， じっくり取

り組んで弁論，和解がなされるため、 早くて納碍

のいく手続と解決が期待きれております。

次に，調停部門でありますご調停による紛争の

解決は、訴訟制度をもっては代えがたい長所と特

色があるため． アジア瀦国は勿論、欧米諸国から

も注目きれるようにな')， これらの国々から，法

曹関係者による調査・視察等も多く．簡裁におけ

新しい東京簡易裁判所は、平成6年9月1日に

11比谷公園に面した所に誕生しました幕より親し

典やすく、明るく，開かれた裁判所としての期待

は大き‘〈．栽判所内部は勿論、法蒋界、 多くの機

関， 人々からの声が聞こえてきます‘

また， これを生み出す轆備段階の苦労は計り知

れないものがあったと恩いま･#"、民事部門では，

弁論部門、調停部門，督促部門．保全等部門なと．

‘)'|､委員会． それを統括する委員会のメンバー．

新東京簡裁開設準備室の緑の下の力となつだ人々

の努力は、端で見ていても感じとられました＝

これらの期待．努力に対し，私たちとしての努

めは、生みだされたものを，育てあげ．蒲実に成

果を上げることではないでしょうか侭

そこで，私は．民事部門について．国民に親し

みやすく，判りやすい裁判所となるために幾つか

のことを取;)上げて．今これと取;)組んでいる裁

'ﾘ官，職員の姿を，苦悩を，期待を． ここに有り

のまま記してみたいと思います”

まず，栽判所の建物に入I)．右手に行くと受付

相談センターがありま･す． ここには．いろいろな

トラブルを抱えながらその解決を漠然としか考え

られないでいる人、解決を裁判所に求めながらそ

の方法の判らない人など，様々な人が訪れます。

ここでは、 それらの相談内容によって判決手続，

調停手続，精促手読なとの解決の方法と手続の概

要を説明し， またビデオによる手続案内もしてお

llまず，折東京簡裁発足の9月1日を待つように

して多くの人々が訪れました．このように多くの

人が紛争の解決を裁判所に期待l-ていたのかと．

先ず手応えを感じたのは、 この部局ですスタソ

フ約8名が、服装・身だしなみ，態度、言葉づか

いは勿論。秘密の保持を基本的態度として応対に

あたっております．耐裁統合にあたって力を入れ

た部局であ打．夜間の受付相談も扱い， 極めて好

評です,：購想新たにした初めての部局といっても

よく，単(二簡裁がというよりも．裁判所か．国民

に接触する第一綴と!-て期待ぎれてお旬ます

次に．民事弁論部門について．簡易裁判所は，

'1,さな地方裁判所ではなく、 1割民に親しまれ、判

(東京簡易裁判所民事第7室長）

－23－
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その他．屋上にはヘリコプターによる緊急救助用

スペースlこ講蝉jWの照明設備を段けてお『）ます．

機械設臓におきま |_ては． 荷フロアの空気調整

催に排熱の回収器を組み込むことにより難の損失

を抑え． また、 I、 イレの洗浄水は地ド棟にて製造

I_た中水過を使用し‘上水道の使用侭を極力少奄

<するなと'， 省エネルギー・省街源に穣極的に寄

j7.Lておi I主-ケ『， その他． 1 ， 2階の蒋勒のため

にエスカレーターを設け， また， g階以この為恥

階へは高速のエレベーターをi殺涜するなど建物利

用者の利便･性にも配慮しておi）士す曾施工面にお

きま'-.ては．地下深きが約21メートルもあること

から、 ソイルセメント柱11壁工法及び． アースｱ

ﾝｶｰｴ法による山止め壁の採用や､外壁カーテ

ンウォールに対しては．地震や風圧による変位に

対する追従性試験， 水密性試験などの実大実験の

実施,外壁而に作用する風圧力の確認のための風

洞実駿の実施など安全性や周辺環境への影等家と，

を確認しておI）ますe

その他， B棟工事との]二程調繋から独自の先行

下り壁工法を考案し‘ 工期短縮を図っておI〕ます｡

平成3年1 月末の蒜工よI)41か月の工事期間の

間には， 国内の建設需要が伸び，熟練技能者の不

足を招きましたが‘施工を担当致しました各施［

業者は． 良質な技能者を確保し，熱意をもちまし

て優れた施工を行い．無事故，無災害で工期内の

完成に至ったわけであります．

このように、様々な特微を備えました庁舎では

ありますが， これから, この庁舎が持っている機

能を堆大限に利用していただき， また，適切な維

持腎理のもとで末永く優れた機能を発揮して裁判

所の司法業務の発展の－－肋となI)ますことを順っ

ております。

終わ｛)に，庁舎建設におきましてご協力をいた

だきました関係各位に,L､からお礼を申し上げます

と,こもに， ご列席の皆様の今後のご発展とご健勝

を祈念いたしまして工事緩過報告とさせて頂きま

す。 （本稲は，完成引漉式における工事雑過報告

を転載したものです.）

（建設大臣官房官庁営継部監督課長）

た二のような要請を満たすよう， 利用者の価を叩

視し、裁判所の機能との調fIlを図I)つつ，明るく、

開放的で． かつ柔｢可かい印象を持たれる施設とす

ることが.現甥での作業を担当した着の共通の認

識であったと.'J,います唇庁舎に不案' 1,lな外来･昔の

便宜を図るた濁)の総合葉|ﾉ､lコーナーを設け． また．

一階受付部門をオブン ・ 力『'ノンター.〃式とし．

当事者のプライバシーを保ちつつ． できる限り開

放的な印象を与ズｰゐように工夫きれています｡ 吾

らに， ｴﾌ､ｶﾚｰﾀ→I？)設徽， 相談剛のブｰｽ")

配般， 待合室の手続き,桐談システム等新しい誠‘永

が採り入れられて', ､るほか．法廷内施段，照明等

に至るまで随所に関係者の思いが込められている

ように思います。一階雛而のステンドクーラスは．

そのような棟冷な思いを雄約したものであI) ． こ

の庁舎で勤務す為者， あるいは利1Wする者に新藤

土潤いを与え続け．ごくれることと思い雀すc

昭和から平成への時代の移11の中て計．、施工

された新庁舎は， このような「開かれた裁斗11所j

という理組を大きな背景としているものといえま

しょう． この仙命は， 当然のことながら．今徒こ

の庁舎で働く者の手に委ねられたことにな'jます〆

新庁諜のスタートに当たり，今後その思いが裁判

所職員を始め間係者らによって大きく育っていく

ことを,L,から期待していま-ｳｰ向

水| ' ’ 二二にq'典合同庁舎龍6号館(?棟の完成

りi漉式が挙行されるにあた' ）主して． 建物の設計

計阿と工事経過の概要について『IILのべます償

さて､ 6号館C樅の陞物の概要を巾し上げま寸…

と，地下3階．地1._鋤階．蝶屋1階． 建物の妓商

高碁は． 8偶.5メー ｜、ル、 延べ味而fj11は約3万

8.帥0平ﾉ 4－1.ルあり圭一#.筒

｜附造は基礎部分から． 地~1言2階スラブまで鋏筋

コンクリーー }､造．地下l附かl:' 1階スラブまでが

鉄骨鉄筋コンクリ ト世， 1階からllh_l部分は，

全て銚骨造となっておI）ます,、

設甫|･にあたHjましては．敷地が日比谷公園に繭I

した柵ﾉ”)等地であることから， 良好な景観’）

創出に剖意し.立而計i町は. 基頃, 中照部,頂部

の3踊からなる櫛成とし．基堀は花崗岩を採用し、

紫材感をA仰と合わせると共に． 中聯部は，横連

窓アルミ ･') ･ンシとす-る.二とで， A棟． B神、 C棟

の外観の調和を図っ-<おります侭なお，最上届部

には． ステンレス製金属パネルによる， アクセン

トをつけ．外礎而のソフト感を演出してお'1ます『

また．階りのB棟とつながる低屑部は全而熱線反

射ガラスのカーテンウォールとすることで独立し

た二つの建物に見えるよう計画してお')ます侯

C抑に入居する家庭裁判所と簡易裁判所は． 身

近な半件を扱う裁判所のため， 親Lふがもて， 明

るく， 柔らかな雰囲気で気軽に入れるよう‘ 玄関

ホールにはステンドグラスを設置するとともに，

オーープンな総合受付け相談窓口と侍合いスペース．

簡裁の夜間調停． 家裁の家事相談ゾーンを設けて

お|）ますc

きらに法廷には角を丸くした家具を股け､ 建物

のサインも柔らかい形状とするなど明るく開かｵL

た裁判所にふきわしい施設となるよう配瞳してお

l）ますぅ

征気設臓におきまし-ては，隣の裁判所合同庁舎

との間係から． 利便性を考慮し， ‘近話の内線相五

通話が利用出来るように、配慮I‐ておI)ます、

また．鍵の雄中管理システム､を導入することに

よ') ，防犯等の庁舎管理への配慮や，蝦明との述

勁制御による省エネルギーにも寄与しております．

平成6f『:9mに醜京家栽、新蝋京簡裁庁舎がI珊

庁されました。

昭和62年9月に新東京師散の発足を定めた管鞘

法が改正与れて以来ちょうど7年を軽過した.二と

になil表すc この間， 裁判所では、 国民の利用し

易い、 開かれた裁判所の実現を胤脂L－lでｲ沖の努

力が通れられてきましたが． この東京家裁、新東

京簡栽庁舎の新常．開庁もその.具体的な成果の一

つであ.ると思い烹寸舎

新東京簡数は‘棚IAlの12の簡裁を統合し， 塊約

さオLた筋裁における機能を充実強化十ることによ

1) ，国民の多様なニースに対応し，簡易、 迅速な

手続きて. 利用し易い裁判所を巽現することを目

的として榊想ぎれ， そのため、受付･職能の充実，

相談等のサービス機能の強化． 調停の充実， OA

機器の導入等が具体的な方策として検討され． 一一

部実施に移きれる中で．新庁舎の竣工を迎えたこ

とにな'ﾉま寸一ぐ

家栽菰‘#|]所も． また．国民'二身近な裁判所とし

て、判1)易く， イ|旧|し易いということが，極めて

飛要で糸I) ， ‘蚤付，棚誠調停等の機能F)充窪，

O,A化の推進をl灘lる必要があるという点では. 簡

掛披判所と伺碓の課岨を持っていふということが

できると思います詞

この二つの雑#'1所が|耐]一の庁舎で執務するよう

にな･'た二とはロ誠に意識深いものがあるように

思われます。 ．

＊ ＊ ＊

折庁舎の建設に当たっては．両抜判所に謀され

（東京地方裁判所刑事第1部総括判事・前東京高

等裁判所事務局長）

（ 1F簡裁民事事件受付ｶｳﾝﾀｰ）( 1 F 家裁家事相談待合コーナー）
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事務方として庁舎建設に関わる仕事は，私にとっ

て初めての経験であり、 どのように仕事を進めて

いくのか興味があ-ｺた反面．不安でもあった。担

当している間， いろんな施設を見学したり．技官

の人達に考・えてもらいながら多少なりとも方向が

見えるようになったものの‘終わったあとの現在

からみれば、あれはこうやればよかったのかなと

か． もう少し別のやI)方があで’たのではとか反省

することは多く残っている〃

進行性アルチュウハイマーの所為で，物忘れが

ひと'〈、昨日のことも定かでないのにその当時の

ことを何か書かなくてはならないのは甚だ苦痛で

あるeそこで， 今でも記憶に残っている2， 3の

ことを述べてその責めを果たさせていただくこと

にしたい。この記憶とても時間力畷っているので，

正確であるという保証はないので予めお断りして

おきたい”

エレベーター計画

この計画に当たっての強い要望は、次の3つに

集約できるのではないかと思う。 1つには待ち時

間を短くすること， 2つには非公開を主とする家

裁と，公開が原則の簡裁の各当事者が交錯するの

は好ましくないので，エレベーターホールが－．一緒

にならないようにすること， 3つ目はエレベーター

の現在位置が各ホールで分かるインジケーターを

設置することというものであった蟻

1つ目の待ち時間を短くするということは． 1

日何回となく利用することでもあI)，待ち時間が

長くなれば職員の不満が強く出ることは承知して

いたし，高地簡裁合同庁舎の例でも良く分かって

いたのだが，実際に検討してみるとこれを解消す

るには，根本的には台数を増やす以外には難しく，

利用者数、予算，建築面積規模等いろいろな制約

があって，標準的規模以上には増設が難しい問題

であったハエレベーターを製造している某会社の

超高屑ビルを見学させてもらった際， どのように

解消しているのかを聞いてみると，解消のために

朝の出勤時に1階とばしのスキップ運転（自分の

事務室の階に止まらない場合にはl階上まで行っ

て階段で下りる。 ） を行って一応の成果を上げて

部分1階よ{}21階までの鉄骨工事は，同年7月初

旬よ【)の建方となI)ましだ。隣接するB棟と， ツ

インビルになるため．同時期での建方となります-

400Hのタワーークレーン1基で，鉄骨工事プレキャ

スト壁面版取付工事の交玩作業で，毎日午前6時

よ}1午後7時麦での作業が平成5年7月までの12

ヶ月間連続とな{)ました：鉄骨製作の工場におい

ても建設需要の餓擦期であI)、約6千トンの鉄骨

を4社の大手鉄骨工場に製作依頼しました『鉄骨，

プレキャスト版工事の進捗に伴いながら；下瞬階

よ'〕耐火彼溌，天井内設備工事に着手しました”

当建物は，家裁，簡裁の調停室や和解室等の'1，

部屋が多く，施工数景が通常の庁舎に比較すると

大幅に増加しています。更に司法業務として特殊

な室や大'1,の法廷を備えており，且つ，裁判所に

は燗別基準で様々な制約事項が多いためそ.の機能

を満足させるための施工計画，施工管理には大変

な努力を要しまし,たへ

そのひとつとして．遮音，防音の施工品質の確

保のため峡井内先行下り壁工泌(天井内のみの

下り壁を先行させ天井内の全ての工事を完了後検

査を行い， その後各部屋の間仕切壁，天井工事と

移行していく工法s1を採用しました、

法廷においては着工当初より特に厳しい遮音の

基準値を設定し、工程の進捗に合わせて遮音実験

を繰り返しながら工事を進めてまいりました．更

に法廷30'’ 40'においては,ﾛ■■■■である
ために． より綿密な検討と実験を行いながら，狸

事に初期の基準値以上の性能を持った建物を完成

させる事が出来ました‘

般後にな'〕ましたが．当建物の蒲工よI)ご指導

こ支援を賜11ました建設省の皆様と裁判所の皆様

の暖かいご協力．並びに関係各位に厚くお礼申し

上げます〃

いるという話を聞いて，妙に感,し､してしまった：

2つ目の家・簡裁のエレベーターホールを別に

するというのは，建設省にも要望し十分検討して

もらった:》 しかし，家裁と簡裁が同居することに

なれば相互の事務連絡もあI〕・別々にすると乗換

が不便となったり．職員のように毎日利用する人

にとっては乗る場所は問題なく分かることである

が，初めての当事者なと'にとっては間違えて乗っ

たり，探すのに苦労したi1で．かえって混乱すみ

ことになるという結論になって． 一箇所に集め為

ことになったものである蜜

3つ目のインジケーターの設置については， 多

くの人の要望が強く出ていたものである。その主

な理由は何階に止まっていて，いつ来るのかが分

かり,L,理的に安心するというものであった。

しかし，設匿したために早く来るものではない

ことは当然であるばかりでなく，設置したために

近くに止まっているのが来ないのはプログラムが

悪いなどの苦情がでてきて，せっかく作っても消

してしまうという所が散見されているといって説

得したのであるが，十分の理解が得られなかった露

エレベーターを待っている人は自分中心で， 自分

のことしか考えていないが， どの階でいつ呼んで

も平均的に来るようにプログラミングされている

のだと説明しても納得する人は少ない。ちょっと

注意して見ていただければ分かることだが，高層

ビルではインジケーターを付けている所は少ない

と思う。特別注文で設置し、 その保守管理料とい

う高い授業料を払ってみないとなかなか分かって

もらえないもののようである豊

平均待ち時間が10秒以内というようにかなり良

い状況にあるビルでも来るのが遅いという不満は

あるということを聞いた。要望はきりのないもの

であろう．幸いに学習機能付エレベーターという

のが普及しはじめて． これが設置されたと聞いて

いる。いろいろな方策を試行錯誤すれば根本的と

まではいかないまでも，ある程度の不満の解消に

は役立つことを期待したい。

トイレ騒動

原案では， メイン廊下から給湯室， トイレへ導

1'1央官庁街の中‘し､地である極ケ関に． 合同庁舎

6号館が無蕊落成し，同時に斬庁舎にて東京家庭

裁判所及び東京簡易裁判所の業務が，淵、なく開

始できました事を,し､からお蕊び巾し上げます_

藩工『平成3年1月）以来41ケ月を溌やした合

同庁舎6号館は．苦労の連続であった地下工事を

克服し、無事故難災害で榧労働時間115万時間）

お引渡し出来ました事．関係者一同に感謝I|'し"'三

げます。今後は建物を利用される皆様に、親しみ

のある明るく、 さわやかな雰囲気を持つ、身近か

な裁判所として， その機能を最大限に活用してい

ただき，適切な維持管理のもとで末永く、裁判所

の司法業務の発展に寄与される事を願っておりま

す優

工事蒲工円は平成3年1月末日ですが．本格的

な蒜工は，同年5月6日よりのlul上杭打となi)ま

した．当建物は旧検察庁を解体く地上のみ） して

の工事の為． ｜司一敷地内にある業務縦続斗'の弁護

士会館への電力，上下水道の切り廻しが必要とな

') ． 更に新庁舎計画用地のC棟中央に.取付道路

が残存していたために、道路下部の埋設管の切り

廻しと事前の調斑調整に，相当の日時を饗や!=て

おl)ます‘．

根切工事は山止用連続壁施工後の同年7月初旬

よ')の開始となり、 5ケ月にもおよぶ地下21mま

での掘削となりましたが，既存庁舎の地下部分及

び既存杭の解体撤去搬出作業により，通常の根切

工事では考えられない細かな施工計画と．多種多

様な機械を投入しての作業となI),毎日の計測デー

タに基づいた施工管理を行いました。同年12月初

旬には全ての掘削工事が完了して，基礎梁のコン

クリート打設となりました。前日の大雨も．当日

の早朝にはまばゆいばかりの晴天となり古い諺に

あるとおり， 、雨降って地固まる'．のすばらしい

スタートとなりました。着工日よ')， 11ケ月が経
、

過してのキーデートであり今も鮮明に記憶に残る，

感慨無量の一日でした〃

その後，基礎及び鑛体の地下3階工事も順調に

進捗し，平成4年4月中旬に地f2階よI)地上面

までの第1本目鉄骨柱の立柱を行いを!=た”地_t
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漿故と輔哉にそれぞれl室づつのコンピューター・

室堂L‘ﾍN計画も可能なように． 庁舎の縦横に配

祷スペースが確保できたぐ十分なものとは言いが

たいが具体的なOA計画が示1_え左い段階で睦綴

背でも藩手してくれたのは時代も味方してくれた

のでは唾いかと考えている．

こｵlから,乢体的な汁|Nilか次々と龍現することを

叫待している＆

＊ ＊ ＊

叫る‘<，剥しみや･ﾈｰ<、 ノ､りやすい猫ﾘ所と癒

るような建物と寺･るというキャソチラレースの下

に， 庁舎建設計I引l'〕新手があ=､て6年余で完成．

職転が既事行われた,’ 1年･ｵ･つの変化はわずかて

あるが． 6年冊となるとⅡ(扱邪件数の変動も大き

く褒わI〕 ． これに伴って人飼配設も変わ-〕てきた‐

このため当初の計閲も途!↓'で見直しをする必婆か

出･て<を,ということもあった。これに対して． 夢

少の修正は行われたものの，大きな催正となれは

職侭間の利害得失が絡む")で簡単(ニはてきないし

_【郡が進んでくれば街蔦I‘lができないという洲池

がでてきた鱈

その時々では幅喚<意見を州き、 突っ込人,だ祇

論をして検討してきたのであるが，実際に住んで

みると予測し得なかった問題に遭遇することが多々

あって，担当者･は苦悩を受けることが多く、 そめ

対応に苦噛ぎれていることとお察しする。 ・

新庁舎に寄せる朋怖が大きい人ほと'その失望も

ﾉくき<なるのかもしれないc

（司法研修所企画課長・前東京家庭裁判所事務局

次長）

〈聯i,を取り． 手前に拾i9案の人1 1を． そのMlに

突き当たつ-ご左右(二男女トイレの入l~Iを作ること

によ’j ，狭いスペースを有効に利用するというも

のであえ! .f皇榊 ところが， これらの入口が同じを幻

は職|ガﾉﾆと多くの人から反対を受けてしまった。

私巡の言い分では多くの人が人1 1だと考えている

ところは、給湯室， ｜･ イL,に導くサブ廊Iでぁ"－1

て人口ではないんだ,と主張したのであるが， それ

は牽強付会とか強弁であるとか言われ、衆採敵せ

ず敗れ去ってしまった『 このためそれそれ別に分

けたため．給湯室及びI､ イレのスペースがW<<な

るだけでなく、一部には廊下から中が見えるトイ

レがてきたため．扉を付けざるを得ない設計とな-J

たのは残念てあったc

もう一つの騒動{土．当り噸･等一庇に多敷の来庁

が見込まれる階に， コア部分以外に増設してトイ

レを作るように要望が出てきた。本来水回りの施

設はコア部分に納めるのが望ましく，居室部分に

主で張11出してつくると．州水となった場合には

下の階の届家主･で影響が出てくることになる”今

Hの進んだ技術でも大きな建物になると獺水が日

・常茶飯半として起きるということは， なかなか即

解し･て階えなか,ﾝたし，職貝・当辨者が多いとこ

ろでも， コア部分に多少l竹i没してまかなえるもの

と誹算1--どいたのであるが． これもやはI)多勢に

睡勢でjlllし切られて1-.まった”居室部分への淋水

が起こらない二とを師うのみである｡

このl､ イレ畷捌|は半年｣ｿ､上にわたって続き． も

う臭い話はうんざI)という気持ちであった鯵

OA関連施設

’朝 陽

江波戸 直行
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iii外112‘1年’ 11に家庭ﾉｨt判所か没i断されて以来！

東京裳淡の庁介(A澁麿か移転を液ねていさ1－が，

東京家従とい弓と‘ 二れまで'1111比谷庁舎のイゾー

シて知られていたと思われますn 1I l I1比谷庁舎で

は．吹き抜けの中庭を!i艶けて各覇【皇採光を収' l入

れたり． 楚迦)11:の槻し'. ,旧家裁前交耀,1.‘Iに接すみ

庁舎を脚i;加11騒脅から守るため窓を二ilrガラスに

したり＊と'とさ-ｹが上思われる配慮が随所にあり

室した亡昭和,1 1年当時にはこれから余聞の家裁の

鞆となる自慢の庁舎てあったﾜ)ではあいかと思い

ます‘当時”耕成祝箭会のアルバムをた室た主拝

見したとき． Iﾉ･I藤元所長初め職例の祥ざんの笄ぴ

に満ちた論')ある表情が印象的でした。当時から

27年後に新しい11:舎に移転するようになろうとは

想像す;:,できなかったのではないでしょうか念そ

ればと･この間の時代の抗れが急な展鮒をしている

という二とで1－上うかへ私が平成:1年Rnに精任

した当時は．設計1足の間什切hもほほ．終わり，盤

筌設州等の各諭に入っている段階てした？士H1前

事務局次長から堺務を引き靴いで口･ソカー内を見

ると．検討f緋:lか多敦1lx紬され． そjLまでの長し 、

道の'】を感じました§ 21H1記に向けて， 家裁の機

能と特色を|分に発抑するにはとうしたらよL･ ､か

とい参!気慨がそり)ロー'カー内には満!うていたよう

に思いましたe現巽に入居する前の図而作成検討

段階において数多くの困難な問題を硴定せぎ．為を

えなかった状況ﾄｰて， その催")彩騨を,し､配すれば

する11と．担当〔『)方鳥'の心労ばいかばかりであった

かと思われます。

高聯ビルをｲI効に利用しようとすると，W$室

等に窓は絶吋に.E･婆ですから． その他の1W途の部

屋はと'うし-ても誕窓となってしまいます品そこで．

無窓となる調停室にはガラスプロッケをはめ込み，

而接筌等にはガラス扉をつけることにより出来る

芝けRl諏感のないよう配睡が善れ王した卜 また．

軽窓対鮠として綏画や写興を飾【〕 、 少し-ぐも柔ら

かい雰問気をもつよう工夫してありま-す。闘停委

員や職園の描いた』L､のこもった絵画等を移転戒前

の11比谷庁舎の研惟室に較べて． と'ﾘ〕部屋に飾ら

-12-ていただいたらよいのか各担当の方々の意見を

聞きながらい〆，いろと検討したので寺-か． この頃

は移転が近づいたという実感でした噂，

家裁と剛我が-比1両lL-ご使用する1'1央合同庁舎穂

内号･館C棟のサイン前･画では， ,哀裁がレモンイエ

ロー． 簡縦がブルーを基調と十る色彩計測になっ

ていま-ｹ。当初建設省からピンクとブノI"一という

提案があったのですが． イエロー系統ならば暁か

さも表現できる1..． はっきりと眼に入る効果も志、

昂ので， 衷我はレモンイエロー系を挫訓とするよ

う魁殼劣に俺討依頼をしました？郷'|側係者がス

ムーズに目的の部屋まで行|ナるた卜')のサインを立

案するには， と'のように関係者を呼び出してし､る

のかなど卿1:処理の笑傭に見合うものである必要

があ'）ま寸一。 しかし． 間係背は一座見た案内板で

すべ-てを即解1.るもので･はないし，かといって，

案内板をべたべたと貼るのは美観上">問題を生上

させるので． いか{皇調和きせるかなと'いろいろ検

討し， 建設省に瀧々要望もしたのですが．新庁舎

に穂転し実際に居住してみて.改〆〕てその靴しき

を実感しています．

Hj・上谷庁舎と交通庁舎の移帷は、 ・その規棋が大

がかI)なI二．竣工後できるだけ早期に移転する必

要があi) ． また．東京簡裁と隙のB櫛に入居すあ

他省庁の移転計画との訓繋も必要でした丹 このた

め． 移転を実行するための組織として． 通'縦の執

務ラインとは別に各職場から避出された実行班を

僻成し、職場か催動的に勅けるよう配慮．するとと

もに， 移転計画・方法の職倒へのI‘引知撤底を図I）

ましと： その上、 東京家裁広報号外「新庁舎移転

ニューズ.1 を移転前の6月1311創刊の蕊1号を皮

切I〕にI_て． 移転両後の9月 1日の雌終第9号ま

でをZか月半の間に9回にわたり発行L､ 移転に

必要な怖報の徹底を図i)ました。その誌果， 移転

直前の業者説明会には多くの職貝が参加して大会

議室が潤興とな') 、職員からも賀亜な質問が出さ

れ、 移転發者から「これまでこんなに真剣な説明

会は他では経壊したことがない＝私達も輪一杯や

11ます｡」という感想がだきれるほと'でした『 ま

た， 確転に伴う･弧件処理への影蒋を雌小限と寸一る

ために、覗件部と事勝局の各担当部門では細部に

ｰ－－= 』一
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「家裁」 と「簡裁jでは耳て聞くと間違いやすい

ので．混乱があるのではと,L､配したことや．駆け

込み寺のように相談に飛び込んで来る人には， 入

I)にくいのではと思ったことは杷彊に過ぎません

でした←明るく身近な裁判所としてのスタートは

まずまず順調と言えるでしょう．

私は幸いにもここ数年の間に横浜家裁．新潟家

裁， そして東京家裁と3庁の新庁舎で執務をする

ことができました憲いずれの庁舎も明るく，快適

に過こすことができたのですが、 と･ろいうわけか

快適になったことには目が向かずに．使い勝手が

悪いとか， なぜ設計段階で気づかなかったのかと

いった面が気になってしまうことは， よくあるこ

とです分この新庁舎に移ってまず気になったこと

が．総合案内や案内表示はあるものの．来庁者が

各フロアーに行ってから自分の目的の部屋や係へ

迷わずに行けるであろうかという点でした。家裁

には不安を持ちながら来庁する人が多く．案内表

示があっても見ずに，誰か職員に確かめることは

よくあることです。私たち家裁調査官は，少年や

当事者が迷わずに調交官室に来てほしいとまず考

えてしまいます．調査連絡をしていますから，来

てくれるかどうか．気にして待っているからかも

しれません．薄いクリーム色の壁で，同じような

部屋が続く廊下でキョロキョロしている人をよく

見かけます。そんなこ・とから．案内表示も徐々に

改善がきれてきています。その他便利で使いやす

く工夫を重ねていくことが必要でしょうc，

私が東京家裁に蒲任した平成5年4月には設計

案はほとんど固まっていて，基礎工事も進んでい

ました｡工事の進行にしたがって．身近な備品や

表示などについて．確認を求められることが多く

なl),チェック漏れはないか気をつかった時期も

ありました㈲平成6年4月には．家事4部にl係

増殿となり，それまではバランスよい配置であっ

た家事調査官室も第4調査官室が3名増の配侭と

なりました。執務室に机等がうまく納まるのか見

当つかなかったのですが，書記官室も同様で，少

しでも執務室を広くするための苦肉の策で壁面ロッ

カーを別室に設置することとなりました．設計段

階とは執務態勢が変化してきた時期で．状況に合っ

たものにするには、困難なものもあったと思いま

す祭

移転作業は，計画がきめ細かく出来ていたお陰

でスムーズに進行したと思います．裁判所の引っ

越しは膨大な記録の搬出．搬入がうまく進行する

かどうかが麺になります、更に机など新規更新に

ならなかった備品の搬出，搬入が加わるので予想

外の時間を要するのではと思ったのです。しかし，

ゆとりのある進行でした。経理課の担当者がトラ

ンシーバーハ･手に輿恋していた様子は忘れません。

横浜家裁の移転では．業者の作業員が疲れ切って

動けなくなっていたことを思い出します:､交通部

庁舎が干駄ヶ谷から千石へ移るときは、 ジュラル

ミンのボックスに記録をしまって運びました庵．

きて．長年お世話になった旧庁舎ですが．口の

字の中央吹き抜けの庁舎で，無窓の部屋が無いよ

うに工夫され．中庭が何となく安堵感を与えてく

れていました。当時では． なかなか斬新で賛沢な

建築だったのでしょう、場所も交差点の東南角地

で国会議事堂を望むこともできる立地条件の良し、

所でした｡交差点の表示が「通産省前」から「家

裁前」に変更になったことを覚えている人は，今

では少なくなったのではと思います。交差点での

右潔団体の車と警察がもみあっている光景や拡声

器からの騒音が名物のような所でした噂.旧庁舎で

は，廊下で他職種の人ともよく会ったように思い

ますc

こんなことを新庁舎と比較すると．奨窓の調停

室．鯛査室がどうしても気になります。土地の有

効利用などから致し方ないこととは思いますが，

少しでも快適に使用できるような工夫を考えたい

ものです。幸い無窓の部屋は他の部屋より少し広

めになっています。各フロアーとも廊下を歩くと

静かで，落着いています。外部の騒音がほとんど

ありません。廊下を歩く範囲が限られがちで，会

う人も少なくなっています。家事調査官室は旧庁

舎では，同一フロアーの大部屋でしたが．新庁舎

では，各部に対応する調査官室に分かれ．部の裁

判官，癖記官との連携は密になり，実務はやりや

すくなっています。 しかし，他の調査官室ではど

んなことを考えているのか，何が起きているのか

など同一職種での疎通が薄くなりがちです、研究

会や検討会を意識的に行うことも必要でしょう．

この新庁舎があと数年で21世紀における家庭裁

判所となる.のです。時代に進歩．変化の激しいの

で．今後の執務や組織の変化に対応して十分に機

能できるように心がけていかなければならないの

でしょう。少年事件，家事事件でのOA機器の導

入が始まったばかりです。更に広い範囲で多角的

な活用が求められることになるのでしょうが，創

意工夫を重ね． この庁舎に少しでも愛若を感じら

れるようにしたいものです。

（東京家庭裁判所家事部総括主任家裁鯛査官）

;）し･て． と->い･ネモチーーノ，絵柄に1,てもらうか

これはむずかしいも(ハだと感しました＝旧Hjt存

庁舎玄関にある「心｜はその思いの深きからして

何とか新庁舎に移設できないかと、地下棟が完成

するまでは駐車場がないめで.■■■■■■

わたI)検討が加えられました、 このほか、 7月末

に文糾等の鰻終的な廃棄を実施したところ、 トラ“′

ク6台分とな;)．移転対象物を極力少な〈しよう

という職員の皆さんの意気が溢れ出ていました

また． 8月19日からS月25円までの移転期間中は．

職員は夏期休暇をやI〕繰りして登庁し， トランシー

ハーの交信が飛び交う中， ＃･リコンと段ボールで

約17.000個が、整俄としながらもビーンと張り詰

めた状況下で．時には雨に見畷われながら搬出人

されました：ベニヤ板等による凝生が撤去された

ときにば．職場の皆ざんは新庁舎の感激を味わう

というよ')． どっと疲れが州たのではないでしょ

うか←職員が雄も使用する事務用卓子は経年末J.

のため新調でき旗かつたのは残念でしたが．開放

的･で親しみ易い裁判所とするため， 各職場と経理

課とが綿密に意見交換をしました・限られた予算

の'1'で新庁舎に相応しい備品額をできるだけ整備

I_ようと雌備した過程では.新庁舎の建物として

の1*色に配慮しつつ、使用目的，デザイン．色彩

津について種々吟味きれました。経理課用礎係員

が連日の超過勤務で他康が心配されるほどの状況

でした霜

そのほか．家裁と簡裁が使用する中央合同庁舎

節6号館C棟を独立の建物と寸一るために種々の配

慮がなされていますが、外壁タイルが見本通りに

違いが出るか不安になi)裁判所合同庁舎法廷前廊

-ドからC棟の外壁を見に行ったこともあI)ました麿

玄間にステンドグラスをつけると決まってから．

雌高裁図需館所蔵の絵画集をあつさ11、都内にあ

るステンドグラスを各担当の方今と見学に回った

■■■■■■■■地下に新し<できる食
堂はどのような店にするか検討するために巾LIlI

のあった業者の経営する食堂に履而で味見をしに

出かけたI)もしました§各番記官室等にある表示

板の室名の配列． サイン計画の室名、 コンセン ｜、

の図面上の敷設位贋等の数冷のチェ‘.’クが度雄な

り， その細かさもあ‐うて-･時期各部課の担当者は

相当な疲労感に見舞われた時期もありました‐

移転後の9月l8Hに職員の家族に新庁舎の見学

会を実施したとこみ． 多くの方々が来庁され．共

に稗転を喜ぶ職員の家族思いに感動し支した‐こ

れから全国の家裁の顔に相応1-い庁舎とするため

には，私達職員が鍵情を持って様々な気配')を･ し

てこの庁舎を使用することが求められていると思

います、何年にもわた,った大プロジェクトの完成

はと．れもこれも雁代の所長始め各担当の方々の御

努力の賜物と思います．私個人としては． これま

で幾重にも検討きれて出来_上がったレールの上を

ただ夢中で走I〕抜けただけにすぎません<新庁舎

建設の一端に，ほんの一時期加わったにすぎませ

んが．安堵の気持ちと皆さんへの感謝の気持ちで

一・杯です‐

(東京家庭裁判所事務局次長）
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緋庁舎での執務が開始して間もなく半年になろ

うと{"ています．玄関を入ると広々とした明るい

;|《－ルと少女のブロンズ像や旧庁舎からの家庭裁

判〃iのシンボルとも言える母子像が目に入ります〃

左た、 11'央のステント．グラスを背にした総合案内

コーナーでは，来庁肴の相談に親切に対応!"てい

る樅r･がすぐ分かI) 、 家裁や簡我のオープンカウ

ンター形式の塀件′受↑､)･も身近に感じるようにな,鷲，

ています。 2階の少年交通部へのエスカレーター

もなかなかしゃれていますゞ何年か前までに新築

となった裁判所．玄関を入ると正面にエレベーター

があI) ．来庁者は職員が目に入らずに、 自分で行

き先を探すという光景を見ることかあ;）ました‘

新庁舎の玄関ホールの雰閥･気は． なぜか沽気（紋

＃ﾘ所にはふきわしい寓蕊ではないかも知れませ人

が’ を感Lふように恩･)のは．私だけでI＝ようか
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突き．環燈は劣悪でした:：

交通事件の激蛎に伴って． 少年交通部が独立し、

1MI和38年lOHに築地庁舎に移転しました｡その綾．

少年交通祁は， 干駄今谷庁舎，千1．j庁舎を転たと

し，昨年8月にやっと何膳き-愚二とが出来主した…

仮庁舎に移岻してから， 4年半の1IMII:11ff10月に

新庁舎が樵成し （ |ロ庁舎)， lIfIn7Hに皇太子．

I副妃殿下イ現天皇陛下）が行啓されまし己宇

昭f1140年代l土、安、湖･常蛎件をはじめ公安覗件

が州次き．、 身柄半件が一・ |］に1(10件をこえ． ’ '1庁

舎の地"卜 1階， 1 ． 2． 3各階の肺卜は少年と機

動隊風で埋め尽・くぎれ，真夜【 '1まで細謹描世辞判

を行ったこともあI）ました･

昭和59年8月，私は静岡家裁浜松支部に軋鐡力し，

描浜家裁を経由して平成2年4月， 再び東京家裁

に戻I) ． ここから新庁舎にI瀧lわることにな')まし

た。首|踊制1記官かろ，新庁舎計画が打ち明けられ

ましたが， 5年後に定年退職する私には無縁と思っ

ていました。 ところが． 日j牌しに新庁舎計画が実

現化し， 自分は新庁舎へ入れるだろうかと期待と

不宏が交錯し纐雑な気持ちになりましだ。人生の

大半を過ごしてきた旧庁舎への思いは誰よ')も強

く、 できることならこのままの状態で定年を迎え

られれば．私にとって幸せではないかと思いまし

た,』 しかしながら，折庁舎は側i牌しに高くなるに

従って！ なぜか複雑な気持ちが期待へと膨らんで

いきました風

平成5年1月．新庁舎建設の役割の一端を担司

ようにな客,てからは傭勢が一変し､横浜家裁の新

庁舎計画に間わった自分に多少の知識と自負があ

i)ましたが． これが何の役にも立たず．事務局の

説明を理解するのが梢一杯で，以前に増して不安

が鞭るばかI〕でした。

平成6年に入って．建設委員会は連日開桃され．

引っ越し計、が具体化し，次から次へと宿題が出

きれ．眼が1回lる思いをしました。

新げ舎,．､の引っ越しは． 全体から見ると大成功

だったのではないでしょうか｡これも, 大孑i前所

長を先頭に職員一同が-一致剛結し，野力した結果

と思いま才気当初，新庁舎の器の大きさから戸窓

私ば．昭ｲ1128年東京地裁に採用され． IIH1131年

に砿京諫裁Iこ転勤し、以後， 39年IH1を過こしてま

いi)ましたつ昭和24年3月，束京察栽§|j識1時の旧

庁舎． 同41年10月のIR庁舎、 そして昨年R月の新

庁舎に三代に澱っ-で轡ぴと悲L匙上共に生きてま

いljをした。ここに． 恩の庁舎への思い出を記し

て見た'.‘ ‘と.恩います｡

稚}哩当時の鞭京家裁は，籟事部及び1噸局は．

東束弁謹士会館の会誠実等の ･部を｡｛州1 1.て執務

を開始したそうで-ず‐当時の職傲は全劉で69名で‘

猫.'1ﾘ官13名､ :II{記官23名． 保掘n1 イ現調淡官） 5

名であったそうですに．

宝事調停は， ブ1祇士会鯨の大誰堂のIliを衝立で

仕切・と1た部屋で行われ，隣室の当時者の声かお可．

いに筒抜けで，怒鴫l)声や泣き声等が入り乱j1る

ために、柵まる調停も不調になったそうで･う－－

ぎて，東京家裁の卑用庁舎は， 昭和24ｲf3H，

終戦時室で衆議院雛長邸跡地に木造2階建の庁舎

が新築ざれ． そこに事務局と家事部が入り． 少年

部は． 翌年7月．新庁舎真向か'‘,の[1],上谷公岡、

-鮒に建設きれ， 当時は． モダンな碓擬物として

新聞に照会され話睡になったそうです。高松宮殿

下も卸参胆ざれました辱 』1塒の少年部は．裁判部

の枕務室に裁'i:ﾘ官， 柵･記官， クイピスi､が肺I居し、

執勝室は瀞判廷でもあったため， 開廷中はタイピ

ストは手を休めていました唇職俵十敬年経っても‘

荒'だが続き， 2階の審判廷の窓から飛び下りて逃

走した少年がいました圃又， インクW〔を投げつけ

られて衣IRを汚された廷吏もいました．調査官室

は， 執務室と而接室が一緒で． 自分の机の前に少

年と保誰者を昨【うせて而援調在をしますが．衡立

もない部屋なのでお兀いに気室ずい思いをしたそ

うです2，

その徒.家裁は事件l刊のため庁舎が手狭になり．

昭和37年2列庁舎斬峯のため．事勝局．家事部は

中央区の簗地河岸市ﾅ晶近くの旧海軍経理学校跡α）

仮'十舎に秘I)まI=た屑この仮I丁舎は老朽化し、 日

光束照宮の鴫き竜とI剛しように． 歌<度に板張り

の喉がキュウキュウと鴫I‘j ， その度に域が灘いl

がI) ， 鷺.ぃ円'二窓を開け息‘と隅IlI川の恕異が鼻を

( 1F 家裁家事事件受付カウンタ-)
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b,を慾しましたか， 日が経つに従って我が家とい

う気持ちが強くなりました。 21世紀に向けての本

格的な新庁舎で．定年退職まで僅かではありま

すが，充実した毎日を送るつもりです

（東京家庭裁判所少年訟廷管理官）

管理等までをコンビユーーターによi)一・括処理する

システムであり． これによって、調停事件につい

ての迅速かつ合理的な管理運営が図れることにな

ります‘

第7は．夜間調停などの実施であ{〕まず-。 これ

は，仕事の関係などから昼間の調停に出席する時

間がとれないという当事者のために、 当事者の希

望があれば． 月・水・金の各畷日に夜間調停を行

い． また． I司岻.曜日の夜間には，調停などの事件

の申立手続についての相談と事件の受付も行うと

いうもので，司法サービスの-環として行ってお

l）まず編

以上新東京簡裁におけるハード面での工夫の主

要なものについて御紹介しましたが，新庁舎の簸

新の諸設備を充分に活用して， 「国民によ')利用

しやすい．親しみやすい裁判所」の実現のために

．-．層の努力をしていく所存ですので． よろしく御

支援のほと‘お願い巾し上げます．

｜r一一一一一一・・－一一一一一一一合里＝＝
一一一
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新東京簡裁におけるハード面での工夫について

後藤征弘 (東京簡易裁判所事務部長）
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昭和(’2年に始まった『~ド級裁判所の殺置及び管

棚X域に間･;-る法律j f)一部改ifに蕪つく全国的

な簡易裁判所改節の総仕1.げとして．東京都23区

Ij､lの簡易裁判所を蕊約統合し、 人的物的態勢の充

実を図るとともに．事務処理機能を雄中．専門化

して処理態然を充爽強化!"た大都市簡裁としての

新東京簡裁が、平成6年9月1日に発足しました“

新東京鮒裁の組織は，大きく分けて事務部門．

民事部門及び刑事部門（墨田分室，大森分室，中

野分室及び北分室の4分室を含む）の3部門に分

けられま寸一が,事務部門と民事部門は新しい東京

家庭．簡易裁判所合同庁舎のI階と3階から8階

までを． また．刑事部門（墨田分室，大森分室．

中野分室及び北分室は各旧簡裁庁舎を使用）は東

京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎の2階をそれ

ぞれ使用して執務を行っております令

新東京簡裁では， その基本理念である『国民に

より利用しやすい。親しみやすい裁判所jの実現

を目指して努力しているところですが，特に，新

しい東京家庭・簡易裁判所合同庁舎においては、

そのためのハード面での数痔の工夫が利用者の視

点に立って凝らきれておりますので． これからそ

の主要なものについて御紹介したいと思います、

まず第1は，総合案内コーナ･一の殼置であI)ま

す．総合案内コーナーは1階の玄l闇ホール!”もの

南側壁面のステンドグラスを背に|".て設けられて

おり．事務官を配慨して、初めて裁判所を肋れた

方々を含めた来庁者に対しその来庁目的に応じて

親切．的確に行き先や担当係などを案内しておi’

ます〆

輔2は．民事受付相談センター")殻侭であI)ま

す．民事受付相談センターは1階の北東角に設け

らｵIでお') ． ベテランのfl::記憶を相談員とし･て配

置し，来庁者の州談に応こて．簡易裁判所で扱う

事件")手続の概要を脱明したi),定型訴状等を胴

意して叩立")方法や申立識の記赦方法等を分かり

やすく説明するなどI・て、紛争解決の手段方法等

について相談にのっておI）ますゞ

篭3は． 1足事事件受付コーナーの設置であI)ま

す．民事事件受付コー十一は． 1階の玄関ホール

")東南角に設けられてお')． ローカウンダーによ

るオーブンカ，ツンター方式を採用し，明るく親し

みやすい雰囲気の中で， 申立者が座りながら事件

申立ができるよう配慮して，特殊事件噌促，保

全及び公示惟告事件） を除く全ての事件の受付を

行っております

第4は．調停総合センターの設置であります、

調停総合センターは5階の北東角に設けられてお

り，調停事件当事者や調停委員に当日の調停案の

行き先を指示したり．調停案の管理を行い，事件

の当事者がここに繋まれぱ，迷わずに調停手続に

入れるようにな"ﾝております”

第5は， ラウンドテーブル法廷の設置でありま

す、ラウンドテーブ'ル法廷は3階に1つと4階に

2つありますが，通常の法廷にあるような段差を

なくし，裁判官と当事者が同じ平面で円卓を囲ん

で群理するもので．簡易裁判所における審理を親

しみやすいものにしております。

第6は，督促事件及び調停事件処理のためのコ

ノ"ビユーヤー3，ステムの導入であります。督促事

件については、事件の受付から正本送達までをコ

シビコ､一夕一により-話処理するシステムであり，

これによって．帳簿諸票のペーパレス化受付事・

勝の効率化(OCR機という光学式文字読み取り

機による自動人力)， 各種裁判耕類の自動作成化，

自動封かん機導入による送達事務の効率化，事件

進行管理の効率化．統計事務の効率化等が図れる

ことにな'）ますご

また．調停事件については、調停事件の受付か

ら進行管理調停室の予約管理，調停委員の履歴

｢====
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東京都区内に散在している12の簡易裁判所を統

合し、併せて事務の方法を大幅に改藩して，国民

に利用されやすい東京簡易裁判所を作る目的の下

に．既に準備が始められていた東京地方裁判所に

民事次席番記官として勤務するようになったのは

平成4年の4月のことで， 当時．家・簡裁合同新

庁舎は，基礎工事が行われていたように記憶して

いる盧

都区内12の簡易裁判所の統合は， これまでに例

を見ない大規模なものであり，新しい東京簡易裁

判所の組織作り，事務処理態勢作り及び移転を円

滑に行うための方策を検討するためには，東京地

方裁判所の中に新東京簡易裁判所の開設準備のた

めの委員会を設置する必要があるとの意見は，早

くから民事・刑事・事務局の各部門から出きれて

いたようであるが． これが具体化したのは，平成

4年の12月からで，東京地方裁判所長の委員長の

下に，新東京簡裁開設準備委員会が設置され， さ

らに民事部門，刑事部門．事務局部門に，それぞ

れ単位別に開般準備姿員会が設置きれた鯵構成と

しては、民事部門は，所長代行．部総括判事，首・

次席・管理官，東簡庶務課長等17名，刑事部門も

ほほ同様の構成で12名．事務局部門は，局・次長，

総務・人事・経理・用度・資料等の各課長ほか管

内簡裁の庶務課長等も加わって11名の構成で、民

事・刑事の所長代行及び事務局長がそれぞれの委

員会に委員長の座に就かれた。

それとともにこの単位別の準備委員会の下部組

織として，民事部門に民事訴訟事件，調停事件，

督促事件，即決和解・保全・公示催告・過料事件

及び民事訟廷事務の5小委員会が，刑事部門に公

判事件関係準備，略式・令状・保釈関係準備及び

刑事訟廷事務関係準備の3小委員会が，事務局部

門に庶務，資料，物品整備，会計及び移転事務の

5ﾉl､委員会が設けられたつ民事部門．刑事部門の

各小委員長には，準備委員会のメンバーの中から

部総括判事等が選ばれ，委員は,右陪席判事及び

簡裁判事のほか地・簡裁の主任簿記官，庶務課長

等で構成された。事務局部門の各小委員長には，

準備委員会の中のそれぞれの担当課長が選ばれ，

委員は，課長補佐及び簡裁の庶務課長等で構成さ

れた．各小委員会では，小委員長を初め各委員が

多忙な日常業務の中で，新しい東京簡易裁判所の

あるべき姿を求めて精力的に活動し､試行錯誤を

繰り返し，問題点の洗い出しから，資料収集，検

討結果をまとめるという作業の穂み重ねを行って

いった。原則としてlか月に1回の割合で開かれ

た小委員会では，議論が沸騰し、夜の9時， 10時

まで討議を顔ねたことも度々であった“そして，

これらの小委員会で検討された結果は，やはりl

か月に1回の割合で開かれた各部門別の準備委員

会に報告され、更に討議が尽くされ、その結果が

方策案として新東京簡裁開設準備委員長である所

長に報告されたほか．必要に応じ．上級庁に報告

きれた．

また， これらの委員会の設置とほぼ時を同じく
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以上本稿をしたためるに当た･薑)て，開識準備当

時を振り返り．開設準備委員会の委員の皆様をは

じめ多くの方々の惜しみないお骨折l)によって，

無事に東京簡裁の開庁の日を迎えることができた

ことに思いをいたし、新しく動き出したばかI)の

東京師裁の-･員として，国民に親しまれ，利用さ

れやすい簡易裁判所の実現に向けて． これからも

･層の努力をしていかなければならないとの思い

を深くしたところである．

（東京簡易裁判所民事首席書記官）

した平成4年12月lH，東京地方裁判所のII'に，

新東京簡裁開設準備室が設けられた←当初は，謝

記官1名．事務官1名でスターI､し． 402号法廷

を改修して， そのための部屋か作られた:≠翌年1

月に獄主任桝記官．事務官弁l格が増員され， 更

に． 4 11には私か加わって総勢局名で開設を円滑

に行うための雌備に関する酬絲を枕ることとなっ

」．

開設準備室の主なｲl:事としては．

’1:上記谷委員会の嚥祷的顎称

器婆貝会が必要と寸・る情報音料.")収典．作成．

委員会の名蔀．縦事録の作成．配付等

2部内，部外との連絡調整

民ﾘﾘ・刑率．蛎務局各部門間の連絡調幣及び高

裁．股高裁との連絡調繋

､3椅裁企画調整室との連撫

東京高裁企画調繁室が担当するハード部門のう

ち， サイン計画逝話・ インャーフォ･ン．壁面収

納庫， 力，サンターの設置等についての地裁側の意

見のとりまとめ， レイアウト等の作業

④集約対象簡易裁判所の実情調査・指導

事件部門．庶務部門の事務景・事務分担の実態

調査，未廃棄記録の分量，支払命令送達未j･事件

の数景等の調葡tびに各種の事務処理方法の伝達・

指導等

⑤移転作業の企画，立案

移転期間中の築約12簡裁の事務処理態勢の策定，

事務引縦スケジュール及び事務引継要領の作成．

伝達，事件記録及び帳簿の梱包並びに記録の対照

及び再立件手続等の処理要領の作成・伝達， 12簡

栽の移転日 （案）の作成，各庁の意見聴取等

⑥折東京煎裁のPR

ポスター， リーフレソトの作成及び区役所等に

対するPR文（案）の作成.Wi側係者に対する

通知方法等の文（案）作成

等数え上げればきりがないが， これらの事務は．

新東京師裁開設準備委員会を補助して或いは--体

となって処理したも"〕である．

こうした事務処理のなかで，開設準備室として

符に苦心をしたのは． 12庁が短期間のうちに． い

かに円滑に移転に伴う甑務を完了するかというこ

とであったっ

その第1が移転前にできるだけ身軽になること

で，民事事件の保存記録中，保存期間の満rした

事件記録はすべて廃棄をし、原本分離が可能な記

録は，すべて原本分離を済ませることとして、平

成5年の2月から3月にかけて開設準備室の職員

が手分けをして符簡裁へ実態調査に出かけ． 米処

理事件の把握をした．判決・和解等で終局した事

件の原本分離は．従来、廃棄時．保存時のいずれ

にしても良か=妻,たのが，通達の改止によ｛)平成4

年4月1日 （東京地裁管内は．経過措置によ')平

成5年1月1日’から保存時分離に一本化ぎれた

ため、ほとんどの庁の保存記録が原本米分離の状

態であったこと． 日常業務の繁忙ざからl篭棄作業

が淵っている庁が多かったことにより． このまま

移転をしたのでは混乱をまぬがれないことが判明

した， しかし． 各簡裁とも事件増によ')繁忙を樋

めておi)． 一部の庁を除きとても自庁努力のみで

は処理できる状態ではなかったため，事勝局の伽

尽力によ{)関係各所の御理解をいただいて財団法

人司注協会にその事務の･ ･･部を業務委託すること

が認められたその後は．過誤を生じさせないた

めの事務処理嬰領の作成、 シュミレーーションによ

る各簡裁への所要日数の制当て等の螂備を経て，

平成5年7月から記録廃棄等の作業を開始し，平

成6年3月に所期の目的を達することができた:，

その第2は．省力化できるものは， できるかぎ

り省力化するということで，事件番号の確保によ

る再立件の工夫及び事件記録，帳簿等の引継ぎ方

法の簡略化をしたことである‐

まず、廃止庁に係属しているすべての事件は，

庁の廃止によって｡-一旦既済となり，受入庁で新た

に立件を″ｳｰる必要かあることから，訴訟，調停，

公示偲告のようにある程鹿の期間係属することが

予定されている事件については，平成6年1月1

日から閉庁まで．新受事件の事件番号にA、 B，

Cのアルフアベ･ノトの識別符号を付すこととした、

これによI) ,受入庁では事件番号の付け替えを省

略して裁判所名を変えるだけで再立件を済ませる

ことが可能となった． また．事件記録の表紙につ

いても，平成6年1月1日から最上欄に廃止庁を，

最下欄に受入庁を記載できるようにし，受入日を

記載して担当者が押印することにより立件処理が

できるよう工夫をした．

次に，廃止庁で使用していた事件輝．担当簿の

ように継続性のある帳簿については，受入庁の帳

簿として引き続き使用することとし，廃止庁はそ

の写しを作成して， これを閉鎖することによって

帳簿の処理をすることとした？

更に，移転時に係属中の事件記録については．
●

本来引継目録を作成して記録の引き継ぎをすべき

ところ． この目録に代え．担当簿又は事件簿の写

しで引き縦ぎをすることとした。

|『－－
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『1番の番号札をお持ちの方． 2番の窓口まで

おいてください令_｜アナウンスがあると相談者は

ブースの中に入って相談をする． ここは．新東京

簡裁に新設された受付相談センターである、部屋

は一・階にあるため．天井も高く広々として，壁一

面のガラス窓から見える日比谷公園の緑も目にや

さしい。待合コーナーに設けられているテレビか

らは美しい景色と音楽，続いて調停と訴訟の手続

案内が流れる。

相談は千差万別で．分からないことがあると皆

で討論したり調査をしたり毎日が勉強である。受

付事務を経験した方はお分かりのことと思うが．

相談者の中には， 一方的に話し続けてこちらの話

に一向に耳を傾けてくれない人など，色々な人が

おり，思わずかっとな'1そうなのをく．つと我慢し

穏やかな表情と口調で対応することも度々で． ス

トレスもたまるが糒神修行にもなる。

応対には、 6名の撫記官が交替で当たっている

が．実務のベテランである上に人格円満の職員に

恵まれ、 今まで一度もトラブルがなく，相談中に

怒鳴ったり． わめきちらした相談者は一人もいな

い3 （因みに．相談者は三ヶ月で2.630人位）

「今日は本当に来てよかった急」とか． 「自殺ま

で考えていたのに．先の見通しもつき．御陰様で

夜も寝られるように唾')ました． （サラ金関係)」

などと言われると， ますますその人の身になって

親切に対応しなければと思う噂なかには同じ人が

何回も相談に来て指名までされるようになると

〔ホステスの指名料はいくら位かな〕等とくだら

ない冗談も出る,

相談には．各禰の定型申立用紙を用意してある

ほか、定型用紙のないものは欝式をコピーして脅

き方を指導するので．大概の申立は本人でも飾単

にできる。 さらに， 申立後も証拠申請や執行文付

与申請まで諸々の相談にやってくるので， これら

の相談にも応じているぐ

目下，一番の悩弗は日本語が通じない外国人の

相談である。職員は，外国人が来たらどうしよう

かと，いつもひやひやである‘今までの3人の相

談者のうち， 1回はどうしてもらちがあかず，訟

廷管理官を通じて通訳の人に来てもらったし （来

るまでに時間がかかるし，いつでも来てもらえる

とは限らない)， その他，皆で英語の単語を並べ

ながら話をしたり，漢字の筆談（中国人）でなん

とか意思の疎通を図ったりして処理をしてきた．

それらはいずれも申立には至らなかったが，今後

適切な対応ができるような制度が確立されればと

思う悠，

電話での問い合わせも1日60件前後ある。電話

だけで済む場合もあるし，来庁してもらう人もい

る．実体的な法律相談が必要そうな人には裁判所

の中立・公平の原則を理解してもらい，相談窓口

の案内をしている㈲

最後に，受付相談センターを設けたことによる

メリットである｡従来，受付担当者は沢山の受付

事務を抱え． ゆっくりと相談にのる余裕はなかっ

たように思う、従って，当事者もなんとなく間き

ずらく消化不良のような状態もあったのではなか

ろうか．今はゆったりと椅子に腰を掛けて，雰囲

気としては何でも気軽に聞けるようになっている．

｢依頼している弁誰士に聞いてもあまりよく教え

てくれない｡」 と言って，手続きの流れや， 脊面

の出し方を聞いていく人もいる。これに反しデメ

リ ソトは．頑固者などが何時までも帰らないで話

込むことである。

「方々へ相談にいったが， ここが一帯親切に教

１
１

１
１

－37－－36－



で

え-ごくナしる『今11はaid川ﾉﾆか． また糸さすので

よろしく。」 と言ったﾉ､かいたご受付#I職-ヒンクー

は，順捌に柵縦窓口としてイガ機能を･照たしている

といえよう。

（東京簡易裁判所民事第6室主任番記官）
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(北東面夕景）

ステンドグラス「桜と朝顔」

作者沖縄県立芸術大学教授

北京[|'央工芸美術学院客員教授

絹方累（ルイ フランセン）

……国…編集後記…置…’

新庁舎に移転してから， はや半年が過ぎ

ました。新庁舎に隣接するl]比谷公圃の梅

の木に白い花が咲き，春の訪れを感じさせ

ています。

現在は新庁舎に導入きれたOA化を始め

とする試みが， より着実に稼働するように

と．様々な職場で連日の努力が続けられて

います。国民のための司法サービス向上に

向けた新庁舎づく 17は新たなスタートの始

まI]です。

暇後にこの記念号を発行するに当たり．

御多忙中にもかかわらず快く執兼してくだ

さった方々をはじめ発行に御尽力をいただ

いた方々に厚く御礼申し上げます。

このスラ･ンドクーラスは． 東京家裁と

新束京簡裁の新しい庁舎のために、 オ

リジナールとして1ill作されたものですc

xテンドグラスは光の娑術と言われて

い室すか． こめ作品は， ドイ･ｿのヴア

ル |､ザッセンで製造されている手作'）

ガラスを用L 'ています‐一般に北欧地

方に多いステンドグラスは． その地力

が日照爺の少ない.二ともあ1) ，尖塔11｜

の連物の明か11と【）として． I県色系の

配色を多用してい史す｡新庁舎では．

日本的な感覚を大切にするため． ソフ

,トな配色をして． 外の景色が障子に映

るイメージで，左に「桜｣． 右に「朝

顔iがデザインぎれています轍どちら

も咲き方や咲く時期は異なるものの、

人の心を癒す身近な花とし･て．明るぎ

と調和のとれたくつろぎ感を表現しま

した鐸

… …
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